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地域医療再生計画 

 
１ 対象とする地域 

  本地域医療再生計画においては、宇摩医療圏を対象地域とする。 
  本県宇摩医療圏は、県の東端に位置し、四国中央市１市で構成され、面積４２０.０

１平方キロメートル（県土の７.４％）、人口は９２,８５４人（平成１７年国勢調査：

県内人口の６.３％）と、面積、人口ともに県内６圏域の中で最小の医療圏である。 

  居住人口は川之江・伊予三島地域の平野部に集中しており、圏域内を東西に走る法

皇山脈の南側山岳部（嶺南地域）では、人口流出と高齢化が進行している。 

  なお、当圏域は、香川、徳島、高知の３県と隣接しているため、教育、就労、消費

等幅広い分野で、活発な県際交流が行われている。 

  従来から医療資源に乏しく、域外の新居浜地区や香川県の三豊地域への患者の流出

が続いていたが、近年、中核病院の一つである県立三島病院の急激な診療機能低下を

契機として、二次救急医療や小児・周産期医療などの地域に不可欠な医療機能が更に

衰退し、地域医療の維持・確保が益々困難になっている。このため、早急に圏域の医

療体制を抜本的に立て直す必要があることから、本圏を地域医療再生計画の対象地域

としたものである。 
 
 

２ 地域医療再生計画の期間 

 本地域医療再生計画は、平成２１年度から平成２５年度末までの期間を対象として

定めるものとする。 
 
 

３ 現状の分析 

 〔医療需要の動向〕 
 (1) 宇摩圏域の人口構成は、年少人口（０～１４歳）比率が１４.１％と県内６圏域の比

較で最も高く（県平均１３.６％）、生産年齢人口（１５～６４歳）比率も６２.２％と、

松山圏域（６５.７％）に次いで高くなっている。 

 (2) 県内では、比較的人口構成の“若い”圏域であるが、人口動態を見ると、平成７年

からの１０年間で、３,１２３人（３.３％）減少しているほか、国立社会保障・人口

問題研究所の将来推計では、平成１７年からの１５年間で、圏域人口がさらに１０.

９％減少する一方で、老年人口（６５歳以上）は１８.９％増加するなど、大幅な人口

減少と高齢化の進展が見込まれている。 

 (3) なお、人口減少を上回るスピードで高齢化が進むことにより、老年人口自体は増加

が見込まれることから、慢性疾患を中心に、圏域内の入院患者や外来患者は増加する

と想定される。 

 

 〔医療資源の状況〕 

 (4) 宇摩圏域内の医療機関数は、平成１８年１０月時点で、病院９、一般診療所５７、

合計６６施設であり、総病床数は病院１,３５０床、一般診療所２８５床、合計１,６
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総数 人口10万対 県平均 総数 人口10万対 県平均

9 9.7 10.1 145 157.0 232.8

一般病床数 658 712.6 850.9 病院勤務医数 77 82.9 111.0

療養病床数 320 346.5 386.4 46 49.8 61.6

57 61.7 84.0 974 1,049.0 1,291.0

病床数 285 308.6 351.1 126 136.4 170.1

1 － － 10 10.8 17.8

1 － －

◆へき地診療所数

◆無(準)医地区数

◆薬剤師数

◆助産師数

◆看（准）護師数

◆病院数

◆一般診療所数

項　　目

◆医師数

項　　目

◆歯科医師数

３５床。また、医師数は、病院医師８３人、一般診療所医師５８人、合計１４１人（福

祉施設、行政機関に勤務する医師は除く。）となっている。 

 (5) 平成１３年からの５年間で、医療機関数の変動はないが、病床数は、病院が１８床(１.

３％)、一般診療所が１６９床(３７.２％)それぞれ減少しており、特に、一般診療所

の病床については、県平均(２７.６％減少)を大幅に上回る減少率となっている。 

 (6) また、医師数も、平成１２年からの６年間で、県全体としては１.１％（３６名）増

加している中で、宇摩圏域では、逆に１４.７％（２５名）もの大幅な減少となってお

り、圏域比較で最大の減少率を記録している。 

 (7) さらに、診療科別医師数（平成１８年１２月時点）を、人口比で圏域別に比較する

と、救急や急性期医療において重要な役割を果たす「脳神経外科医」数が最も少ない

ほか、「産科医」、「小児科医」数がともに第５位。また、日常の医療に不可欠な「内科

医」や「外科医」数も最下位となるなど、救急医療のみならず日常生活と密接に関連

する医療分野においても医師不足が深刻な状況にある。 

 (8) なお、病院数、病床数、医療従事者数等を人口１０万人当たりの数値でみると、宇

摩圏域は、いずれも県平均を下回っており、他圏域よりも医療資源が特に乏しい地域

となっている。 

 

【宇摩圏域に関する主要指標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （資料：平成１８年保健医療福祉関係統計） 

 

 〔救急医療体制〕 

 (9) 「初期救急医療」は、休日の日中は開業医による在宅当番医、平日の１９時半～２

２時までは、四国中央市急患医療センターが対応している。 

 (10) 「二次救急医療」は、川之江地区に所在する３病院と伊予三島地区に所在する県立

三島病院の４病院で輪番制を敷いているが、受診患者の約８割を超える軽症患者によ

り、輪番体制の維持が困難な状況になっている。 

 (11) 「三次救急医療」は、県立新居浜病院の救命救急センターの他、香川県三豊地区の

医療機関等に依存している。 

 (12) 嶺南地域では、新宮地区唯一の医療機関である、国保新宮診療所（医師１名、病床

数１２：休止中）が、初期医療に対応している。 

 (13) 二次救急医療を担う４病院は、いずれも１５０床～２５０床規模の中小規模の病院

であり、常勤医師２人以下の診療科や非常勤医師等によって維持されている診療科が
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多いことなどから、圏域内の入院患者の約４割、外来患者の約２割が、新居浜市や香

川県などの他地域に流出している。 

 

【宇摩圏域の救急医療体制】 

初期救急医療 
二次救急医療 三次救急医療 

在宅当番医 急患医療センター 

宇摩医師会 
四国中央市 

急患医療センター 

県立三島病院 
４ 病 院

の 輪 番

制 

東予救命救急センター 

（県立新浜病院） 

※一部、三豊総合病院 

（香川県） 

四国中央病院 

石 川 病 院 

長谷川病 院 

 

 〔救急搬送〕 

 (14) 平成２０年の圏内における救急搬送件数は３,０１４件で、平成１８年の３,１６

８件をピークに減少傾向にある。 

 (15) 平成２０年の救急搬送件数のうち、６５３件（２１.７％）が、隣接する新居浜

市や県外の医療機関へ搬送されている。圏域外へ搬送される患者の割合は、平成１

６年１８.８％、平成１７年１９.５％、平成１８年２０.１％、平成１９年２１.５％

と増加傾向にあり、圏域外の医療機関への依存が大きくなっている。 

 

 
４ 課題 

  上記３の現状等を踏まえ、宇摩圏域が抱える地域医療の現状と課題を整理すると、

以下のとおりとなる。 

 

 (1) 基本的な課題：圏域内完結型の医療提供体制の実現 

  ・二次医療圏は、『地理的条件や生活事情等の社会的条件を考慮し、病院や診療所にお

ける入院医療を一体の区域として提供することが相当と認められる地域』を単位と

して設定するものとされている。 

  ・しかし、宇摩圏域においては、圏域内の医療機能が全般的に乏しく、専門医療に幅

広く対応できる大規模な総合病院がないこと、さらには、高速道路等の交通基盤の

整備等による近隣圏域（新居浜・西条圏域、香川県三豊地区）へのアクセスの良さ

などから、入院患者の実に約４割また、外来患者の約２割が圏域外に流出している

状況にある。（救急搬送でも、１１.１％が新居浜・西条圏域へ、また、８.５％が県

外に搬送） 

  ・これは、圏域内の住民が、「いざという時に即座に必要な医療サービスを受けられな

い不便さや、患者の長距離（長時間）移動による疾病の重症化のリスク」に晒され

ていることを意味している。 

 

  これらのことから 、住民の地域医療への安心や信頼を確保するために、『圏域内の医

療需要を圏域内で賄える体制（圏域内完結の医療提供体制）を実現』する ことが求め

られている。 
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 (2) 個別課題 

  ① 初期救急医療機能の強化 

  ・初期医療は、地域医療体制の基礎をなすものであり、プライマリ・ケアを担う一般

診療所（開業医）の役割が極めて重要となる。 

  ・宇摩圏域では、おしなべて医療資源が乏しい中、特に診療所については、人口当た

りの施設数が全県平均と比較し２６.５％も少なく、また、病床数も、平成１３年か

らの５年間で３７.２％減少するとともに、人口当たりの病床数も全県平均を１２.

１％下回るなど、他圏域と比較して、初期医療機関が担う機能・役割のウエイトが

特に小さい。 

  ・また、圏域唯一の初期救急医療拠点である四国中央市急患医療センターは、現在、

小児科、内科医療に対応できる２３名の医師の輪番体制で運営（患者数：３.８人/

日）されている。開業医の絶対数が少ない（宇摩医師会の会員数：５３名）中で、

今後、医師の高齢化や、患者の約８割を占める小児に対応できる医師の不足等が進

めば、安定的・持続的な運営ができなくなることが危惧されている。 

  ・加えて、同センターは、診断や治療に必要な検査機器・施設等を備えていないこと

や、後方支援を行う病院が隣接していないため、センターでのトリアージ後の重症

患者等の搬送に時間を要する等の課題を有している。 

  ・また、宇摩圏域では、近年、コンビニ受診の増加等に伴い、二次救急医療機関の時

間外患者のうち、８割以上が入院等を必要としない軽症患者で占められるようにな

っており、こうした負担の増加が、各病院の救急医療現場の医師の疲弊や医師の立

ち去り等の大きな要因となっている。 

 

  これらのことから、同圏域においては、急患医療センターの機能、運営体制等の見直

しにより、『初期救急医療機能の強化』を図る ことが求められている。 

 

  ② 二次救急医療体制の再構築 

  ・宇摩圏域では、県立三島病院、四国中央病院、長谷川病院、石川病院の４病院によ

る輪番体制で、二次救急医療を支えているが、いずれも、１５０床～２５０床（一

般病床４０床～２００床）の中小規模病院であり、近年、医師不足の深刻化やコン

ビニ受信の増加等により、輪番体制の維持が困難な状況になっている。 

  ・４病院の常勤医師の配置状況（平成２１年７月現在）は、以下のとおり。 

 

 【二次救急輪番制参加４病院の常勤医師配置状況】 

 県立三島病院 四国中央病院 長谷川病院 石川病院 計 

内 科 ３ ６ ５ ３ 17 

外 科 ２ ４ １ ３ 10 

整 形 外 科 ２ ２  ２ 6 

脳神経外科 １   ２ 3 

小 児 科  ２ １  3 

産 婦 人 科  ４   4 

麻 酔 科 １   １ 2 

そ の 他  ９  ５ 14 

計 ９ 27 ７ 16 59 
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  ・県公営企業管理局が本年８月に策定した「第３次愛媛県立病院財政健全化計画」の

中で示した試算、“１つの病院が宇摩圏域全体の二次救急医療を内科医２人、外科医

１人体制で担うと仮定した場合の最低限必要な医師数を、内科医１８人、外科医９

人”との比較では、内科、外科とも、４病院合わせても、その最低人員をクリアで

きるかどうかのぎりぎりの状態にある。 

  ・また、内科系では、循環器や神経内科、外科系では、脳神経外科や整形外科の医師

が、後方支援として必要となるが、これらについても十分な医師が確保されておら

ず、さらに、小児科医についても、同試算での必要人員４２人に対し、現状では２

病院に計３人のみの配置となっている。 

  ・なお、二次救急病院の一つである県立三島病院では、平成１１年度に２１人いた常

勤医師が、現在、９人にまで減少。診療科も標榜１３診療科に対し、現在９診療科

（休止中の診療科：小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科）となっている。今後さ

らなる医師の転出も予想され、また、県立中央病院からの診療応援も限界に来てい

ることから、経営移譲の方針が示され、現在、移譲に向けた取り組みが進められて

いる。 

 

  これらのことから、県立三島病院の民間移譲に伴い、今後、予定される地域医療の再

編・統合の中で、新たに二次救急医療に従事する医師の確保や集約化等を可能とし、二

次救急医療を安定的、持続的に担える『中核的な医療機関』を整備することにより、『二

次救急医療体制の再構築』を図る ことが求められている。 

 

 【中核的な医療機関の考え方】 

  ・宇摩圏域の直近の病床データ（平成２１年７月末現在）によると、宇摩圏域は、一

般病床と療養病床を併せた基準病床数が６６１床に対し、既存病床数は１,０２１床

と３６０床の「病床過剰圏域」であり、新たな増床は基本的に困難なことから、『中

核的な医療機関』の形成にあたっては、県立三島病院が保有する１８３床（一般病

床１７９床、感染症病床４床）の活用を基本に考える必要がある。 

  ・一方、『中核的な医療機関』に求められる基本的な要件は、上記のとおり、「新たに

二次救急医療に従事する医師の確保や集約化が可能となる規模」を有することであ

るが、これを機能的に満たすための最低限必要な規模を判断する上で、本年４月に

改正された「医師臨床研修制度」において新たに設けられた、基幹型臨床研修病院

の指定基準の一つである「年間入院患者３,０００人以上」をクリアできる病院の病

床数を参考とすることが適当と考えられる。 

  ・年間入院患者数３,０００人以上の基準を満たすために必要な病床数を、平均在院日

数や病床利用率等に基づいて算定すると、概ね２００床程度の一般病床がこれに該

当することとなる。 

  ・宇摩圏域の二次救急輪番病院の病床数は、四国中央病院２５９床（一般病床２０９

床）、県立三島病院１８３床（一般病床１７９床）、石川病院１５３床（一般病床１

０４床）、長谷川病院１５０床（一般病床４２床）である。 

  ・従って、新たな『中核的医療機関』を形成するためには、医療法に定める「公的医

療機関等の再編に係る病床の特例制度」を活用し、圏域内の医療機関の再編・統合

を行うことが不可欠となる。 

 

  ③ 個別診療機能の強化と医師の確保 
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  ・宇摩圏域の複数の二次救急医療機関では、救急医療に加え、個別の診療科において

も、産婦人科や小児科を中心に、医師の減少の歯止めがかからず、診療の休止を余

儀なくされている状況にある。 

  ・「産婦人科」については、平成１６年４月に県立三島病院の産婦人科が休診し、同年

９月には、市内の診療所３箇所も分娩の取り扱いをやめたことにより、現在、圏域

内で分娩可能な病院は、川之江地区の四国中央病院のみ（他に、土居地区に助産所

が１箇所）となり、妊婦の約４割が圏域外で分娩する状況となっている。 

  ・「小児科」については、県立三島病院の小児科の常勤医師が平成２０年７月に不在と

なり、本年６月に診療科を休止したことから、二次救急医療機関の小児科医は四国

中央病院と長谷川病院の計３名のみ。なお、長谷川病院は基本的に時間外急患に対

応しておらず、四国中央病院も、本年５月から輪番日以外での小児救急の受入を中

止するなど、小児二次救急医療体制は十分な機能を果たせていない状態にある。 

  ・また、脳血管疾患や循環器疾患に対応できる医師も不足しており、例えば、脳挫傷

の場合、患者の約７割を石川病院の１病院で対応している状況にあり、２割強は、

新居浜市や観音寺市の医療機関に搬送している。 

  ・これらは、いずれも地域医療に不可欠な医療分野であり、圏域の医療需要を賄える

十分な医師を早期に確保することが望まれるが、全国的にも医師不足が深刻化する

中で、これら病院全てが必要とする医師を十分に確保することは現実的に困難な状

況にある。 

 

  これらのことから、圏域内の医療機関が、相互の役割分担のもと、それぞれ“強み”

を持つ診療科に焦点をあてた医療機能の強化を行うことで、地域医療を支えるとともに、

勤務する医師にとって魅力ある勤務環境を整備することが必要である。 

  また、併せて、持続的な医師派遣システムを構築し、地域医療に不可欠な『医師の確

保』を図る ことが必要である。 

 

 

５ 目標 

 

  初期救急医療体制を拡充・強化し、また、二次救急病院の再編・統合による中核病院

を形成、専門診療機能を強化するなど、『圏域内の医療需要を圏域内で賄える（圏域内

完結型の医療提供体制）』を実現する。 
  また、そうした医療提供体制を担う医療従事者を安定的に確保する体制を構築する。 
 

 〔初期救急医療体制の拡充・強化〕 

 (1) 軽症患者の受け皿となる急患医療センターを新築したうえで、医療機器の充実や

診療時間の延長を行うとともに、愛媛大学の協力を得て、圏域内において、急患セ

ンター業務に参画する医師を養成することにより、初期救急医療機能を拡充・強化

し、二次救急病院の負担軽減を図る。 

 

 〔新たな「中核病院」の形成を核とした、地域医療体制の再編・強化〕 

 (2) 県立三島病院が持つ医療資源を圏域内の他の病院に分割譲渡することにより、二

次救急医療はもとより、高度・専門医療にも対応でき、更には、医師の定着化が可
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能となる複数の「中核病院」を新たに形成する。 
   これらの中核病院を中心として、初期医療機関等との連携体制を構築することに

より、圏域内において『持続可能な圏域内完結型の医療提供体制』の実現を目指す。 
 
 〔愛媛大学医学部との連携による救急医療等従事医師の養成〕 

 (3) 新しい医師の派遣方式（『地域医療再生学講座』(寄附講座)の開設やサテライト

センターの設置等）を構築し、派遣医師による診療支援のみならず、圏域内の医師

に対する救急初療の教授や、医学生・研修医等に対する教育を行うことにより、既

存医療資源を活用した人材の養成や確保を図る。 

 

 

６．具体的な施策 

（再生計画の期間である、平成２２年度から平成２５年度末までに実施する事業） 

 

 (1) 二次医療圏で取り組む事業 

 
 【初期救急医療体制の拡充・強化】 

  総事業費 １０９,９１３千円（基金負担分 ６１,０９４千円） 
 

 （目的） 

  老朽化が著しい急患医療センターを移転・新築し、必要な機器の整備や診療時間の

延長等により診療機能の強化を図るとともに、新たに急患医療センター業務に参画す

る医師の募集・教育システムの導入等を通じて、急患医療センターの運営体制の基盤

強化を図ることにより、圏域内の初期救急医療体制を拡充し、二次救急病院の負担軽

減を図る。 

 

 （各種事業） 

  ① 急患医療センターの整備（移転・新築） 

   ・事業期間は平成２２年度中 

   ・事業総額 ５０,９１３千円 

 

    旧宇摩医師会館に開設されている四国中央市急患医療センターは老朽化が著し

く、診療に適した状態とは言えない状況にあるため、同センターを新築（現宇摩

医師会館内を想定）するとともに、診療に必要な医療機器（超音波装置、薬剤分

包器、ＣＢＣ、自動測定器等）の整備を行う。 

 

  ② 急患医療センターの診療時間の延長 

   ・平成２２年度事業開始 

   ・事業総額 ５９,０００千円 
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    現在、急患医療センターは、宇摩医師会に所属する内科医や小児科医等（２３

名）の支援・協力により、平日の午後７時３０分から午後１０時まで運営されて

いるが、移転・新築に伴い、当面、３０分程度の時間延長（午後１０時３０分ま

で）を行う。また、新たに、急患センターに参画する医師を募集・確保する仕組

みを取り入れることにより、将来的には、診療機能の一層の拡充に向け、更なる

診療時間の延長についても検討を行う。 
 

  ③ 急患医療センター参画医師の確保 

    急患医療センターでの診療に従事する医師の高齢化が進む中、同センターの移

転・新築に併せ、センター内に、医師派遣機能を持つ「夜間救急診療医師派遣セ

ンター」（仮称）を設置し、宇摩医師会会員の中から救急医療の充実に協力する

医師の登録を行い、新たに急患センターでの診療業務に従事してもらうほか、将

来的には、二次救急病院での応援診療に派遣できる体制づくりを目指す。 

    また、愛媛大学医学部附属病院が開設する「地域医療再生サテライトセンター」

（仮称）との連携のもと、同サテライトセンターへの愛媛大学からの派遣医師が講

師となり、地元開業医に救急初療等のノウハウを教授することにより、急患センタ

ーでの診療に参画する医師の裾野拡大を図る。 

   ※ 事業費は、②の運営費の中で対応 
 
 
 【適切な受診行動の定着化】 
  総事業費 ３，７００千円（基金負担分 ３，７００千円） 
 
 （目的） 
  コンビ二受診に代表されるように、二次救急医療機関での軽症患者の受診の増大が各

地域の救急医療体制の逼迫化の大きな要因の一つとなっていることから、本県では、昨

年度から、県民に医療機関や救急車の適切な利用を心がけてもらうため、『愛媛の救急

医療を守る１４７万人の県民運動（愛救１４７運動）』を推進している。 
  このような中、今回、「地域医療再生計画」の対象となる二次医療圏を対象として、

本運動の目標の一つである“かかりつけ医制度”の普及・定着化をテーマに、他圏域の

モデル事例となる取組みを重点的に推進する。 
  また、圏域内住民に、初期救急と二次救急の機能分担や、診療分野別の役割分担の明

確化や機能強化を目指す地域医療再生計画の取組みや狙いについて、理解と参画を得る

ための啓発活動にも併せて取り組む。 
 
 （各種事業） 
  ① 『かかりつけ医カード』の普及・定着化 (“愛救１４７運動”重点推進モデル事業) 
   ・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで 

   ・事業総額 ２,３００千円 
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    圏域内において、初期診療のほか、日常の健康管理や疾病予防など幅広い役割を

担う“かかりつけ医”制度の普及に向け、かかりつけ医の氏名・(緊急)連絡先等を

記載する『かかりつけ医カード』を作成し、広く、圏域内の住民に配布し、日常に

おいて携行してもらう取組みを推進する。 
    これにより、住民の健康や医療への関心を高めるとともに、不意の傷病の際に、

搬送機関等のかかりつけ医とのコンタクトを容易にし、他の医療機関や二次医療機

関等に搬送された場合においても、担当医が他の疾病や薬の飲み併せ等による副作

用についてかかりつけ医に照会することにより、迅速な情報収集が可能となり、救

急医療現場の医療・搬送従事者の負担軽減を図ることが期待できる。 
 
 
 【二次救急医療等を担う中核病院の形成】 
  総事業費 ７,９８１,２６１千円（国庫補助負担分 ７,０００千円、基金負担分 １,

８５０,０００千円） 

 
 （目的） 
  宇摩圏域は、人口比でみた医療機関数、総病床数、医師数がいずれも県平均を下回

るなど他圏域と比較して医療資源が脆弱なことや、中小規模の病院が林立し、専門医

療に幅広く対応できる大規模な総合病院がないことなどから、圏域内の入院患者の約

４割、外来患者の約２割が圏域外に流出している状況にある。 
  これは、圏域内の住民が、「いざという時に迅速に必要な医療を受けられない」リ

スクに常に晒されていることを意味しており、住民の地域医療に対する信頼や安心を

確保するためには、『圏域内の医療需要の大半を圏域内で賄える体制』の実現が強く

求められているところである。 
  このため、近年、医師不足の深刻化等により診療機能が大幅に低下し、維持・存続

が困難な状況にある県立三島病院に残された医療資源（医療従事者、医療機器、病床

等）を、圏域内の他の二次救急病院に分割移譲し、これら病院の医療機能を質・量と

もに向上させることにより、二次救急医療の維持はもとより、高度・専門医療への対

応や医師の定着化等が可能となる複数の中核病院を新たに形成する。 
  そのうえで、これら中核病院を核として、中長期的な視点から、宇摩圏域における

『持続可能な圏域内完結型の医療提供体制』の実現を目指す。 
 
 （各種事業） 
 <圏域内の病院の再編・統合による新たな中核病院の形成> 

  総事業費 ６,６００,０００千円 
 

  以下の取組みについては、現在、関係者間の協議・交渉が行われているところであり、

今後、変更・修正される可能性がある。 
 
  ・「公的医療機関等の再編に係る病床の特例制度」を活用し、県立三島病院（１８３
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床）の一般病床を、圏域内の二次救急輪番参加病院である四国中央病院（２５９床）

と石川病院（１５３床）に振り分け、それぞれ一般病床の増床を行う。 
  ・四国中央病院は、県立三島病院の施設等の譲渡（又は貸与）を受け、同病院を新た

に「三島医療センター」（仮称）として改修したうえで、増床後の四国中央病院の

分院として位置付け、両病院の一体的な運営に努めることにより、診療機能の強化

や医師の集約化を図る。 
   また、将来的には、本院を「三島医療センター」（仮称）の場所に移設・統合する

ことにより、名実ともに３５０床規模の中核病院の形成を目指す。 
  ・石川病院は、増床により総病床数で２５０床程度まで規模拡充を図ることにより、

基幹型臨床研修病院の指定要件である、｢年間患者受入人数３,０００人以上｣を満た

すことのできる中核病院として、地域医療に一層の貢献を行う。 
   ※本特例制度は、病床再編後の合計病床数が再編前よりも減少していることが要件

となる。 
   ※本特例制度の適用に際しては、増床する２病院は、相互の連携と機能分担の考え

のもと、引き続き、二次救急輪番体制に参画するとともに、高度・専門診療機能

を担うことを基本に取り組むこととしている。 
 
 
 
 
 
  ① 四国中央病院及び三島医療センター（仮称）の改修等 
   ・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで 

   ・事業総額 ２,１００,０００千円 

 

   ・県立三島病院の三島医療センター（仮称）への改修 
      再生三島病院の施設を改修し、診療機能等の充実を図る。 

 

   ・増床に伴う四国中央病院の改修 

      四国中央病院の増床に伴い、一般病床、周産期入院施設を改修し、救急医療、

周産期医療等の診療基盤の充実を図る。 
 
   ・三島医療センター（仮称）及び四国中央病院への院内情報システム整備 
      三島医療センター（仮称）及び四国中央病院の入院施設等改修に伴い、電子

カルテ等の院内情報システムを整備し、診療機能の充実を図る。 
 
  ② 石川病院全面建替え 
   ・事業期間は平成２２年度から平成２３年度まで 

   ・事業総額 ４,５００,０００千円 
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    県立三島病院の民間移譲を契機として、圏域の医療機関の役割分担を調整し、

協力共存体制を確立するため、石川病院を全面的に建替え、救急医療の強化を図る。 

 

 <高度・専門診療機能の強化（医療機器等整備）> 

  総事業費 １,３８１,２６１千円 

 

  ・上記の再編・統合により、増床する２病院は、増床による医療資源の拡充や経営基

盤の強化を図ることを背景として、他の二次救急輪番病院とも連携を図りながら、

これまで県立三島病院が担ってきた役割（４日に１日の輪番担当）をカバーする体

制を整える。 
  ・同時に、それぞれ、圏域内において、中核あるいは唯一の役割を担っている専門診

療分野（四国中央病院：小児・周産期医療分野、石川病院：脳神経外科、循環器科

分野）を中心に、診療機能の強化や医師の集約化を図ることにより、これまで以上

に、住民の高度・専門医療ニーズに対応できる体制を構築する。 
  ・また、三島医療センター（仮称）については、内科の診療・入院を中心に、外科・

整形外科、リハビリ科、透析等の外来機能を担うこととされているが、今後更に、

地域住民の要望や医療ニーズにも配慮しながら、具体的な検討がなされることとな

っている。 
   なお、これまで県立三島病院が担ってきた、災害拠点病院、エイズ診療協力病院、

第２種感染症指定医療機関等の機能は、四国中央病院及び三島医療センター（仮称）

が分担のうえ、引き続き担うこととしている。 
 
  ① 四国中央病院（再掲） 
    小児科病床の増床、産婦人科病床の個室化等の施設改修を行い、小児・周産期医

療の強化を図る。 

 

  ② 石川病院 

   ・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで 

   ・事業総額 １,３８１,２６１千円 

 

   ・脳卒中の治療充実 

      ４疾病の中でも緊急性の高い疾病である脳卒中治療充実のため、高度医療

が提供できる検査機器、手術設備、ＳＣＵ（ストロークケアユニット）等を

整備する。 

 
   ・急性心筋梗塞の治療充実 
      ４疾病の中でも緊急性の高い疾病である急性心筋梗塞治療充実のため、院内

にＣＣＵを新設し、緊急のカテーテル治療に対応できる医療機器等を整備する。 
      また、高度医療が提供できるモービルＣＣＵ（心臓治療専用の救急車）を整

備し、救急患者へ対応する。 

 11 



                                                             

 
   ・糖尿病センター設置運営 
      ４疾病の一つである糖尿病の治療充実のため、院内へ糖尿病センターを新設

し、必要な医療機器等の整備を行う。 
      同センターでは、糖尿病専門医や糖尿病療養指導士（看護師）が中心となり、

合併症予防や進展防止のため、該当患者へ教育等を行なう。 
      合併症治療については、眼科医や腎臓専門医が必要となり、医療スタッフが

チームを組んで総合的な治療を実施する。 
 
   ・化学療法室（がん医療）設置運営 
      がんの三大治療法は、手術・放射線治療・そして抗がん剤を用いる化学療法

である。近年、医学の進歩により、副作用の少ない抗がん剤が数多く開発され、

外来で化学療法が安全に行なわれるようになっている。 
      このような中、化学療法を行なう患者の受皿として、院内へ化学療法室を新

設するとともに、必要な医療機器等を整備する。 
 
   ・研修医等の育成に向けた医療機器等の整備 
      愛媛大学附属病院が設置する『地域医療再生センター』（詳細後述）が機能

するためには、高度医療を必要とする疾患の治療を中心とした大学病院と、プ

ライマリーケアを中心とした一般病院の特徴を活かした臨床や研究の充実を

図る体制が必要となることから、石川病院において、再生センターを通じて派

遣する医師が、若手医師や研修医等を育成するために必要な医療機器の整備を

図る。 
 
 
 【愛媛大学と連携した医師確保対策】 

  総事業費 ７８７，２００千円（基金負担分 ２０５,２００千円） 
 
 （目的） 

  圏域内において、地域に不可欠な救急医療をはじめとした医療サービスを確保し、

地域医療の再生を図るためには、中長期的な視点から、地域医療の現場で勤務する医

師の養成を図ることが不可欠である。 

  このため、愛媛大学医学部の協力・支援のもと、地域医療再生に関する講座を開設

するとともに、同大学附属病院内に、二次救急医療のほか、小児・周産期、脳神経外

科等の専門医療に従事する医師の養成や派遣を担う新たなセンター機能を整備するな

ど総合的なシステムを新たに構築し、圏域内の地域医療提供体制の維持に必要な医師

を継続的・安定的に確保できる体制を構築する。 

 

 （各種事業） 

  ① 地域医療再生学講座（仮称）の設置 
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   ・平成２２年度事業開始 

   ・事業総額 ２０５,２００千円 

   （寄附講座に所属する教授等への人件費、研究費等） 

 

    愛媛大学大学院医学系研究科に、地域医療再生に貢献できる医療者養成や医療

提供システム等の研究・開発を行う「地域医療再生学講座」を創設する。（構成：

教員４名、事務補佐員１名） 

    本講座の構成メンバーは、既存の小児医学講座、生殖病態外科講座、脳神経病

態外科講座及び救急侵襲制御医学講座との連携のもと、後述の地域医療再生セン

ター（仮称）の職員として、地域の救急医療再生を担う。 

 

  ② 地域医療再生センター（仮称）および同サテライトセンター（仮称）の設置 
   ・平成２２年度事業開始 

   ・事業総額 ５８２，０００千円 

   （センター職員の人件費、サテライトセンターの施設・備品等整備費） 

 

    愛媛大学医学部附属病院内に「地域医療再生センター」（仮称）を、また、四

国中央市役所内に「同サテライトセンター」（仮称）をそれぞれ設置する。 

    センター職員は、上記講座の教員４名のほか、医学部付属病院内の内科、外科、

脳神経外科、小児科、産婦人科など数名の医師を、病院助教以上に任命し充てる

こととし、サテライトセンターを通じて派遣する支援病院（四国中央病院、石川

病院）において、専門科業務及び二次救急医療支援を行うほか、支援病院の看護

師及びCo-medical（薬剤師、放射線技師、検査技師）への教育支援を行い、診療

環境の向上を目指す。 

    併せて、新たに移転・整備する市の急患医療センターの業務に参画する医師の

裾野拡大を図るため、地元開業医等を対象に、救急初療等に関するノウハウを教

授する。 

    また、同センターは、前期・後期研修医等に対し、支援病院内において「二次

救急医療研修」を実施し、県内の地域救急医療を担える医師を育成・確保すると

ともに、今後拡充を予定している「地域医療医師確保奨学金」（県）制度を利用

する奨学生に対する医療実習教育等も行う。 

 

 
 【勤務医等の処遇の改善】 
  総事業費 ３１４,５６８千円（基金負担分 ５６,８２１千円） 
 
 （目的） 
  働く機会を求める女性医師等のための就労環境の整備などを行い、安定して医療を

供給できるための勤務環境づくりを行う。 
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 （各種事業） 
  ① 医療従事者の子育て支援を担う病院内保育施設の整備 
   ・事業期間は平成２５年度 

   ・事業総額 １５９,５６８千円 

 

    医師をはじめとする医療従事者の子育て支援体制を充実させるため、延長、夜間、

休日保育等に対応できる病院内保育施設整備、設備整備を実施する。 
    整備に当たっては、四国中央市内の病院のうち、希望のあった２病院（四国中央

病院、ＨＩＴＯ病院）に対し四国中央市が費用補助を実施し、その補助額に対し県

が補助を行う。 
 
  ② 女性医師再教育センターの設置運営 
   ・事業期間は平成２２年度中 

   ・事業総額 １５５,０００千円 

 

    出産・子育て等の理由により医療現場から離れていた女性医師が、臨床に復帰

し定着化を図る上での、診療技術や知識面での不安を解消するための再教育（講

義、研修、臨床体験）を行うための「女性医師再教育センター」の設置について、

今後検討を行う。 
 
 

 【医療連携の推進】 

  総事業費 ７,０１０千円（国庫補助負担分 ９５０千円、基金負担分 ５,０００千

円） 

 
 （目的） 
  既存の医療資源を有効に活用し、地域全体での医療の連携が円滑に行われるための

各種事業を行う。 
 
 （各種事業） 
  ① 宇摩圏域地域医療再生計画推進協議会の開催 

   ・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで 

   ・事業総額 ４,０００千円 

 

    宇摩圏域医療再生計画に基づく取組みについて、実施段階での関係者間の調整

や協議を行うとともに、地域医療再生計画の進捗状況の検証や、それに基づく計

画の見直し・修正等を行うため、県や地元自治体、関係医療機関、医師会、住民

代表等で構成する「宇摩圏域地域医療再生計画推進協議会」を設置する。 

 

  <宇摩圏域地域医療再生計画推進協議会の概要> 
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   ・会長：四国中央市長（事務局：四国中央市） 

   ・構成：四国中央市、二次救急医療機関、宇摩医師会、住民代表、県（保健福祉

部、公営企業管理局）等 

     ※基本的に、計画策定段階で設置した“宇摩圏域医療再生協議会”の枠組みを継承 

   ・開催頻度：年２回程度 

 

  ② 医療連携による口腔ケアの普及 

   ・事業期間は平成２２年度 

   ・事業総額 ２,９９６千円 

 

    宇摩歯科医師会内に「口腔ケアチーム」を設立し、介護、医療の分野で口腔ケ

アの実践、要望の受付を行うとともに、介護、医療、行政機関との連携のもと、

潜在患者の発掘、口腔ケアの普及・啓発を行う。 

 

 
 (2) 県全体で取り組む事業 

 

 【地域医療を支援する拠点センターの設置】 
  ・事業期間は平成２２年度中 
  ・総事業費 ６３０,０００千円（基金負担分 ２４４,４３２千円） 
 
 （目的） 
  本県では、平成２１年１月に、寄附講座として愛媛大学に「地域医療学講座」を開設

し、医学部生を対象として地域医療実習等を通じ、地域医療に貢献する総合医の養成に

着手したところである。 
  更に、今回の地域医療再生の取組みの中で、新たに、八幡浜・大洲圏域を対象に「地

域救急医療学講座」を、また、宇摩圏域を対象に「地域医療再生学講座」を開設し、新

しい医師の派遣方式（サテライトセンター設置等）を構築することにより、学生や研修

医の教育等を行いつつ、地域の医療連携による救急医療や専門診療機能の強化にも取り

組むこととしている。 
  これらを踏まえ、愛媛大学医学部内に、地域医療に関係する上記講座群の他、医師の

卒後臨床教育機能を担当する総合臨床研修センター、医師や研修医、医学部生が、地域

医療に必要な技能等を修得するトレーニング施設等を一括配置することにより、大学の

持つ人的ネットワークの更なる活用や、医師派遣をはじめ学生の実習や臨床研修機能等

の強化を通じ、地域医療を担う医師の養成を図る拠点施設として、「地域医療支援セン

ター」（仮称）を整備する。 
  なお、将来的に、高度救命救急センターの設置が必要となった場合には、そのための

施設としても活用することも検討する。 
 
 （事業内容） 
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 <愛媛大学医学部に地域医療支援センター（仮称）を設置> 

  ◆整備施設の概要 
    ○設置場所：愛媛大学医学部内 
    ○施設規模：延床面積２,１００㎡（鉄筋コンクリート造 地上３階建） 
    ○開設時期：平成２２年度内 
    ○施設内容： 
    〔１階〕 ５６０㎡ 
      ▼カンファレンスルーム / 病院実習(ポリクリ)学生控え室 ４００㎡ 
    〔２階〕 ７７０㎡  
      ▼地域医療に関する講座 
       ・地域医療学講座                   ４０㎡ 
       ・地域救急医療学講座                 ４０㎡ 
       ・地域医療再生学講座                 ４０㎡ 
      ▼卒後臨床研修センター                １００㎡ 
      ▼共同研究室・共同医員室               ２００㎡ 
    〔３階〕 ７７０㎡ 
      ▼トレーニングルーム、ミーティングルーム       ３８０㎡ 
 
 
 【公立病院等に勤務する医師の確保】 
  ・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで 
  ・総事業費 ３５,１４８千円（基金負担分 ３５,１４８千円） 
 
 （目的） 
  県内で、救急医療等の政策医療を担う公立病院等の医師不足が深刻化する中、愛媛大

学医学部の支援・協力を得て、派遣医師が、認定医・専門医資格の取得や専門分野の症

例研究等のため研修を行う場合の新たな支援制度を創設することにより、派遣医師のモ

チベーション向上や診療技術の向上を通じた魅力ある病院づくりに取り組み、県内の公

立病院等の医師確保の円滑化を図る。 
 
 （事業内容） 
 <公立病院等勤務医師研修支援制度の創設> 

  ○基本スキーム 
   ・愛媛大学医学部附属病院から、県内において、特に深刻な医師不足に直面する公

立病院等を対象として、３年間を上限として医師を派遣する。 
   ・派遣先病院及び派遣医師は、派遣を求める公立病院等からの要望（※）に基づき、

愛媛県と愛媛大学医学部とで組織する「地域医療従事医師派遣調整会」（仮称）

において協議のうえ決定する。 
   ※派遣要望は、新規派遣要望のほか、既派遣医師の期間終了等に伴う継続派遣要望も含む。 
   ・派遣医師は、派遣期間中に６ヶ月を上限として、県内外において、専門領域の知
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識の修得や診療技術の向上のための研修等に参加できる。 
   ・派遣先病院が当該医師に対し、研修期間の給与のほか、研修参加に要する費用（研

修先機関への謝金、旅費、図書購入費、その他研究研修費）を支給する場合、県

は、これら経費の内、一定額を派遣先医療機関に助成する。 
   ・研修先が、派遣元である愛媛大学医学部附属病院の場合は、派遣先病院の求めに

応じて、同附属病院から３ヶ月を上限として、代替の医師を派遣する場合がある。 
 
  ○事業の概要 
   ・事業の実施期間：平成２２年度、２３年度（２年間） 
   ・派遣医師の人数：年間５名程度（想定） 
   ・派遣対象病院 
     原則として、市町立病院を対象とするが、地域の実情に応じ、二次救急医療等

の政策医療を担う他の医療機関を対象とすることも検討。 
   ・研修期間中の医師・病院への支給内容 
     給与費、研修費等（県補助率：２/３） 
   ・愛媛大学医学部附属病院からの代替医師：年間２名程度（想定） 
     「地域救急医療センター」及び「地域医療再生センター」に所属する医師を中

心に人選を行う。なお、派遣人数は年間２名程度までとする。 
   ・代替医師の派遣が受けられない期間は、派遣先病院の自助努力で対応する。 
 
  ○制度に基づく勤務・研修パターン 
  （例）２２年度から３年間派遣の場合 

 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
派遣先勤務 １２ヶ月 ９ヶ月   ９ヶ月 

研   修   ６ヶ月  

代替医派遣   ３ヶ月  
 
 
 【地域医療を担う自治医科大学卒業医師等の養成と県内定着促進】 
  総事業費 ６６６,０００千円（基金負担分 ５８,０００千円） 
  （既に実施している事業（地域医療学講座）に係るものを除く） 
 
 （目的） 
  自治医大卒業生の県内定着促進と地域医療を担う総合医の養成に向けた支援体制を構

築するための各種事業を行う。 
 
 （各種事業） 
  ① 地域医療学講座の運営（既に実施している事業） 
    愛媛大学との連携のもと、同大学に県からの寄附による専門講座を設置し、地域

医療に関する研究による医療環境の充実、医療レベルの向上、地域住民の健康増進
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を通して地域社会の活性化を目指す。 
   ・設置期間 ５年間（平成２１年１月～平成２５年３月） 
   ・財政支援 県から愛媛大学への寄附金の支出 年間３２,０００千円 
   ・事業概要 愛媛大学医学部内に「地域医療学講座」を設置し、へき地にある公

立病院等に立ち上げる「地域サテライトセンター」を活動拠点に、診

療を通じた地域医療に関する研究、学生への講義・実施研修等を実施。 
 
  ② 自治医科大学卒業医師等キャリア形成支援事業 
   ・事業期間は平成２３年度から平成２５年度まで 
   ・事業総額 ６６,０００千円（基金負担分 ２,５０４千円） 
 

    本県では、自治医科大学（栃木県）制度のもと、地域医療を支える総合医の育

成に取り組んでいるが、義務年限（９年間）を終了した医師の３分の１は、県外

に転出している状況にある。 

    総合医として優れた知識・技能を持つ自治医科大学卒業医師（自治医）は、本

県の地域医療の維持・確保を図る上で、貴重な人的資産であり、義務年限終了後

も引き続き、県内で地域医療に従事してもらうための環境整備を行う必要がある。 

    また、県外において専門医としてキャリアを積んだ医師が、定年退職等により、

ふるさと愛媛にＵターンする場合に、勤務先や地域の医療状況などの情報の提供

や、総合医的な役割を果たす上で必要となる知識・技術の修得など、県内受入や

定着化に向けた多面的な支援を行うことが求められている。 

    このため、これら自治医や県外からの転入医師一人ひとりのニーズに対応した

研修計画の策定や、研修・勤務先の斡旋・紹介、必要となる情報の提供など、総

合医としてのキャリア形成を多面的に支援するコーディネーターを、新たに配置

するとともに、当該コーディネーターが作成したキャリア形成プランに沿った勤

務・研修が実現できるための推進組織の設置、さらには、専門研修等の参加に要

する経費の助成制度の創設等を行うことにより、自治医をはじめとした総合医の

県内定着化を促進する。 

 

  <自治医科大学卒業医師等キャリア形成支援コーディネーターの配置> 

   ○義務年限終了後の中堅自治医の中から、コーディネーターを選任（１名）する。 

    なお、コーディネーターは、県内（南予地域を想定）における地域医療の拠点

病院に配置し、下記業務以外に、配置先病院の診療業務やへき地医療機関の診

療支援業務等にも従事する。 

   ○コーディネーターは、総合医としてのキャリア形成を支援するため、以下の業

務を行う。 

    ▼個人別キャリア形成プランの策定 

       義務年限を終了した自治医個人との対話のもと、総合医としての将来目

標を、ライフ・ステージに沿って時系列に設定した上で、研修と診療経験

を積みながらキャリア形成を図るプランを策定。 
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       なお、卒後一貫したキャリア形成を図る観点から、義務内の自治医の勤

務・研修先についても、各医師及び配置先市町の要望を踏まえ、計画案を

作成。 

    ▼研修先・勤務先の紹介・斡旋 

       上記個人別プランに基づき、総合医としての認定資格（プライマリ・ケ

ア連合学会の認定資格等）の取得や、個別診療技術を身につけるための専

門研修等を行う場合の、研修先や勤務先の紹介・斡旋及び受入調整。 

    ▼転入医師に対する情報提供及び再教育 

       「ドクターバンク事業」等を通じて、県内への勤務を希望する医師に対

する、地域医療情報や勤務先等についての情報提供及び再教育の場の斡旋。 

 

  <愛媛県地域医療振興機構（仮称）の設置> 

   ○上記コーディネーターが策定したキャリア形成プランの具体化をはじめとして、

県内における総合医の養成・定着化に向けた取組みを総合的に推進するため、

「愛媛県地域医療振興機構」（仮称）を設置する。(事務局：愛媛県保健福祉部) 

 

   ○「愛媛県地域医療振興機構」（仮称）の概要 

   ▼構 成 

    愛媛県、自治医受入市町、愛媛大学地域医療学講座教授、上記コーディネータ

ー（自治医） 

   ▼業 務 

   〔勤務先・研修先の選定業務〕 

    ・自治医（義務終了後）の勤務先・研修先の選定 

    ・県外からの転入医師の勤務先・研修先の選定 

   〔支援業務〕 

    ・義務年限終了後の自治医の専門研修に対する支援 

      対  象：義務年限終了した自治医の内、専門研修を終了した後、機構が

選定した医療機関で研修期間と同期間勤務する意欲を持つ者 

      研修期間：２年以内 

      対象人員：２名/年 

      支給内容：研修助成金 

      実施期間：平成２２年度～２４年度 

    ・県外医師・医学生のへき地診療等訪問に対する支援 

      ドクターバンクに登録した県外医師等が、勤務先選定に当たって県内候補

医療機関を事前訪問する場合や、県外医学生が県内医療機関で地域医療実

習を行う場合の訪問旅費の一部を支援 

   ○なお、同機構の運営については、再生計画期間中は全額基金充当により行うが、

平成２６年度以降は、自治医の受入を行っている関係市町等に経費負担を求め

ることにより、継続的な運営を図る。 
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  ③ 医師の地域医療研修の場の一つでもある瀬戸内海巡回診療船「済生丸」の更新を

瀬戸内４県で支援する 
   ・事業期間は平成２５年度中 
   ・事業総額 ６００,０００千円（基金負担分 ２５,０００千円） 
 
    瀬戸内４県（岡山、広島、香川、愛媛）の離島医療を担う巡回診療船済生丸の新

船建造を行い、地域医療に従事する医師を養成する機会を確保するとともに、離島

における継続的な受療機会を確保する。 
 
  <瀬戸内海巡回診療船済生丸建造事業> 

    瀬戸内海巡回診療船済生丸は、昭和３６年、済生会創立５０周年を記念して、病

院並みの機能を持った診療船として建造（第１世号）され、昭和５０年に第２世号、

現在は、平成２年就航の第３世号が運航している。 
    平成２０年度は、愛媛・岡山・香川・広島県に属する瀬戸内海の６６の無医島を

定期的に巡回し、延べ２０９島、１１,０５３人（対象人口２４,６８２人）に診療・

検診を実施しており、愛媛県では、延べ３５島、２,５２２人（対象：２２島、８,
０３８人）に巡回診療・検診を実施した。 

    このように、瀬戸内海巡回診療船済生丸は、島嶼部の住民にとって、今やなくて

はならない存在となっているものであるが、就航後１９年を経過する現行船（第３

世号）の老朽化が進んでおり、事業継続のためには、新船への更新が喫緊の課題と

なっている。 

    済生丸は、離島医療を担っているだけでなく、不利な地理的条件下におかれ、

過疎化や高齢化の著しい進行など、厳しい現実に直面しながら、受療を待ち望む

離島住民への診療・検診を通して、地域医療に従事する医師の養成にも大きく寄

与していることから、社会福祉法人恩賜財団済生会による新船（第４世号）建造に

対して、４県共同で助成を行うことにより、地域医療に従事する医師の養成機会と、

離島における継続的な受療機会を確保する。 
 
 
 【将来、地域医療を担う医学生の確保】 

  ・平成２２年度事業開始 

  ・総事業費 １２９,４０４千円（地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用（平

成２５年度まで）） 

 

 （目的） 

  将来の地域医療を担う医師の確保のためには、大学との連携により医学部入学段階

で地域医療に従事する意思のある学生を選抜し、大学教育を通じて地域医療を担う医

師として教育することが効果的であることから、大学において選抜枠を設定するとと

ともに卒後一定期間の地域医療への従事を返還免除要件とする奨学金を設定し運用を

図る。 
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  これら奨学金貸与生に対しては、愛媛大学に設置の地域医療学講座での地域医療現

場を拠点とした実習教育を通して、地域医療を担う医師に求められる知識・技術等能

力の養成を図る。 

 
 （事業内容） 

 <地域医療医師確保奨学金制度の拡充> 

  国の「経済財政改革の基本方針２００９」を踏まえ、全都道府県において、平成２

２年度から１０年間の医学部入学定員の増が実施可能となったことから、関係大学と

の連携のもと、既存の県奨学金制度を拡充し、将来地域医療に従事する意思のある学

生を選抜するとともに大学教育を通じて、将来地域医療を担う医師の養成を図る。 

  ・奨学金貸与枠の拡大 年１０名 ⇒ 年１７名 

  ・実施期間 平成２２年度～平成３１年度（１０年間） 

 

 <「愛媛県地域医療医師確保奨学金制度（現行）」の概要> 

  ・対象者 

   愛媛大学医学部地域特別枠入学生 

  ・貸与人数 

   毎年度１０名 

  ・貸与期間 

   大学在学期間（６年間を限度） 

  ・貸与額 

   入学料 大学定額（平成２１年度：２８２,０００円） 

   授業料 大学定額（平成２１年度：年５３５,８００円、６年次は免除） 

   生活費 月１０万円 

  ・返還免除 

   ９年間(３年間の研修期間を含む)、知事指定医療機関で勤務した場合 

  ・指定医療機関 

   県内公立医療機関等 

 

○奨学金貸与期間及び勤務の例 

  

 

 

  

 

 

 

７ 地域医療再生計画終了後に実施する事業 
 

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 11 年目 

指定医療機関 

で臨床研修 

後期研修 

指定医療機関で勤務 指定医

療機関 
任 意 

① ② ③   ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
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 地域医療再生計画が終了し、地域医療再生基金が無くなった後においても、５に 
掲げる目標を達成した状態を将来にわたって安定的に維持するために必要があると 
見込まれる事業については、平成２６年度以降も、引き続き実施していくこととす 
る。 

 
 
（再生計画が終了する平成２６年度以降も継続して実施する必要があると見込まれる事

業） 

 

 ① 急患医療センターの運営に対する支援 

  ・単年度事業予定額 １４,７５０千円 
 ② 地域医療再生学講座（仮称）の設置 

  ・単年度事業予定額 ６２,８００千円 
 ③ 地域医療再生センター（仮称）及び同サテライトセンター（仮称）の設置 

  ・単年度事業予定額 ８８,０００千円 
 ④ 自治医科大学卒業医師等キャリア・デザイン支援事業 
  ・単年度事業予定額 ２３,６００千円 
 ⑤ 地域枠を設定し、医学部生に対する奨学金を拡充 

  ・平成２６年度から平成３６年度までの事業予定額  ５９２,５８８千円 

  （ 増員期間は平成２２年度から平成３１年度までの１０年間 ） 
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八幡浜・大洲圏域 地域医療再生計画 
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地域医療再生計画 

 
１ 対象とする地域 

 本地域医療再生計画においては、八幡浜・大洲圏域を対象地域とする。 
 本県八幡浜・大洲圏域は、県南西部に位置し、面積１,４７３.８５平方キロメート

ル、人口１６８,７１３人を有し、交通の便が悪い半島・離島や中山間地を含んでいる

地域である。また、６５歳以上の高齢化率は３１.３％であり、県平均２４.０％を大

きく上回っている。圏域内は、地理的条件、交通事情、医師会・消防の区域等を反映

して、喜多地区（大洲市、内子町）、八西地区（八幡浜市、伊方町）、東宇和地区（西

予市）に細分化されている。 

 当圏域では、近年、医師不足が深刻化しているほか、八西地区唯一の二次救急医療

機関である市立八幡浜総合病院の勤務医の減少に歯止めがかからず、診療機能が大幅

に低下しており、このままでは、八西地区のみならず大洲・喜多地区の医療体制にも

大きな影響を与える状況になっていることなど、地域医療の疲弊の程度が県内でも特

に深刻な状況にある点を考慮して、本圏域を地域医療再生計画の対象地域としたとこ

ろであり、今後、早急に、救急医療体制の再構築と医師確保のための対策を講じる必

要がある。 
 

 
２ 地域医療再生計画の期間 

 本地域医療再生計画は、平成２１年度を初年度とし、平成２５年度末までの期間を

対象として定めるものとする。 
 
 

３ 現状の分析 

 〔医療資源〕 

 (1) 人口１０万人当たりの数値でみると、医療施設（病院・一般診療所）数は、県平

均を上回っているものの、医師数は県平均を大きく下回っている。とりわけ、政策

医療等を担う病院勤務医数は、６圏域の中で最も少なく、県平均の７割程度に止ま

っており、救急医療等の維持・確保が極めて困難になっている。 

 (2) 圏域内には、１７診療科を標榜する市立八幡浜総合病院（３１２床）を除き、総

合病院と呼べる施設はなく、他の二次救急医療を担う病院は、全て１００床～２０

０床前後の中小規模の病院となっている。 

 (3) 中山間地域や離島などいわゆるへき地を多く抱えていることから、圏域内に２２

ヶ所のへき地診療所が設置されており、松山圏や圏域内の拠点病院からの巡回診療、

や代診医の派遣、巡回診療船済生丸による診療事業等の支援を受けながら、広大な

圏域に点在する無医地区等の医療を維持・確保している。 
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総数 人口10万対 県平均 総数 人口10万対 県平均

19 11.4 10.1 305 183.7 232.8

一般病床数 1,237 744.9 850.9 病院勤務医数 135 80.0 111.0

療養病床数 818 492.6 386.4 93 56.0 61.6

173 104.2 84.0 2,167 1,284.4 1,291.0

病床数 358 215.6 351.1 221 133.1 170.1

22 － － 26 15.4 17.8

4 － －

◆薬剤師数

◆助産師数

項　　目

◆医師数

項　　目

◆歯科医師数

◆看（准）護師数

◆病院数

◆一般診療所数

◆へき地診療所数

◆無(準)医地区数

【圏域に関する主要指標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （資料：平成１８年保健医療福祉関係統計） 

 

 〔救急医療体制〕 

 (4) 初期救急は、三地区（八西・大洲喜多・東宇和）単位で、休日の日中は在宅当

番医制を敷いているほか、八西地区では、市立八幡浜総合病院に併設されている

休日・夜間急患センターで対応している。 

 (5) 八西地区では、市立八幡浜総合病院以外には１００床前後の中小規模の病院し

かなく、これまで同病院が３５６日・２４時間、二次救急に対応している。 

 (6) 大洲・喜多地区では、病床数が１００床～２００床の中小規模の病院が６病院

あり、病院間で、脳神経外科や循環器科、消化器内科・外科など専門分野の機能

分担を図りながら、地域医療を確保。また、二次救急については、市立大洲病院

と民間２病院、１診療所が輪番制を敷き対応している。 

 (7) 東宇和地区（西予市）では、二次救急を、市立宇和・野村の２病院による輪番

で対応している。また、西予市は、県内で２番目の広大な面積を有しており、１

１の市立診療所でへき地等の医療を確保している。 

 (8) 三次救急については、八西地区、大洲・喜多地区は主として松山圏域（県立中

央病院等）へ、東宇和地区は宇和島圏域（市立宇和島病院）へそれぞれ搬送して

いる。 

 (9) 平成２０年１１月における二次救急医療機関での救急患者受入実態をみると、

全体の７割が軽症患者であり、また、圏域内に居住する患者の１３％が、宇和島

医療圏・松山医療圏などの他医療圏で受診している。 

 

 〔救急搬送〕 

 (10) 平成２０年の圏内における救急搬送件数は６,３０５件で、そのうち、７３２件

（１１.６％）が、松山圏域や宇和島圏域内の医療機関へ搬送されている。 

 (11) 特に、八幡浜地区では、医師不足により、平成２０年６月から市立八幡浜総合

病院の救急医療体制が縮小した関係で、大洲・喜多地区への救急患者の流出が増

加し、同地区の救急病院の負担が増加しているほか、脳卒中等の重篤な患者につ
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いては、宇和島・松山圏域へ広域搬送することを余儀なくされている。このため、

平成２０年の管外に搬送される患者の割合は１５.７％となっており、平成１９年

の９.４％から６.３％増加している。 

 

 〔各地区の動向〕 

 （八西地区） 

 (12) 八西地区では、唯一の二次救急病院である市立八幡浜総合病院の常勤医師数は、

平成１７年の３８人（内科医１２人）をピークに、平成２１年６月には２４人（内

科医４人）と急激に減少しており、このため、平成２０年度に、内科の一般外来

を休止（紹介状制の導入）したほか、平成２０年６月からは、二次救急医療の一

部（週２日）受け入れを中止しており、宇和島・松山圏域への搬送を余儀なくさ

れている。 

 

 （大洲・喜多地区） 

 (13) 大洲市内の病院においても医師不足が深刻化しており、主要５病院の常勤医師

数は、平成１５年度の５７人から、本年６月には４６人と２割減少している。 

 (14) 同地区内には急患センターがなく、二次救急医療機関が、従来から初期救急患

者にも対応している中で、八西地区からの患者の増加もあり、各病院の負担が増

し輪番体制の維持が困難な状況になっている。 

 (15) また、喜多地域でも、内子町の地域医療を支えてきた内山病院（内子町）が平

成２０年５月末で廃止。その後、内子町唯一の病院となった済生会小田病院も、

医師不足と経営収支の悪化により、平成２１年５月に有床診療所（１０床）に転

換するなど、医療資源の縮小が急激に進む状況にある。 

 

 （東宇和地区） 

 (16) 市立宇和病院及び同野村病院では、二次救急以外に初期救急にも対応している

が、両病院の医師総数は、平成１５年度の１８人から、平成２１年６月には１２

人にまで減少。両病院とも、小児科医、産婦人科医がおらず、日中は開業医、時

間外は市立宇和島病院等へ搬送せざるを得ない状況にある。 

 (17) へき地診療所では医師の高齢化が進むととともに、医師不足により野村病院等

からの出張診療も困難な状況になりつつある。 

 (18) 平成２１年１月に、愛媛大学の「地域医療学講座」（県等の寄附講座）の地域

サテライトセンターが市立野村病院に開設され、同年４月から同大学の「地域特

別枠」入学生を中心に総合医を育成するための教育プログラムが本格的にスター

トした。 

 

 （広域的な取組み） 

 (19) 喜多・八幡浜・西予医師会所属の小児科医により、平成２０年６月から、休日

における小児初期救急の広域輪番制が新たに開始されるなど、一部、地域間の連

携の動きがみられる。 
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４ 課題 

 

 〔救急医療体制〕 

 (1) 初期救急医療を担う体制が十分に出来ていないため、軽症の患者であっても二次

救急医療機関を受診する場合が多く、二次救急医療機関の負担になっている。この

ため、本来対応すべき重症の救急患者の診療に支障を来すおそれがある。 

 (2) 各医療機関の役割分担が明確でなく、病院間で機能分化ができていないため、結

果として二次救急医療機関の疲弊を招くなど、圏域としての救急医療体制の構築と

その連携が出来ていない状態になっている。 

   このため、例えば、二次救急は３つの地区別（喜多、八西、東宇和）に運営され

ているが、医師不足が進むとともに、人口も減少しつつある中、二次医療圏内で救

急医療や専門医療を確保し、地域完結型医療を目指すためには、３地区の区域を超

えた機能分担と連携を検討する必要がある。 

 (3) 公立病院をはじめ、地域医療の確保に重要な役割を果たしている中核的な医療機

関のなかには、近年、経営状況の悪化や医師不足に伴う診療体制の縮小など極めて

厳しい状況に直面しているところもみられ、地域において必要な医療を安定的に提

供していくための抜本的な対策の実施が避けて通れない課題となっている。 

 

 〔医療従事者〕 

 (4) 救急医療をはじめ地域医療に携わる医師が恒常的に不足しており、人材を安定的

に確保する仕組みを構築する必要があると考えられる。また、医師の研修や総合医

の確保等の拠点となる施設を整備するなど、地域医療に従事する医師を総合的に支

援する必要がある。 

 

 

５ 目標 

 

 初期救急医療体制を拡充・強化するとともに、圏域内の二次救急医療機関の特色（診

療科）の充実・強化と連携を促進し、連携・ネットワーク型の広域医療体制を整備する

ことにより、将来にわたって持続可能で安定的な救急医療体制を構築する。 また、そ

うした医療提供体制を担う医師を安定的に確保する体制を構築する。 

 

 〔初期救急医療機能の拡充・強化〕 

 (1) 圏域内に２つの休日・夜間急患センターを整備したうえで、軽症患者を急患セン

ターへ集約化し、二次救急病院の負担軽減を図る。また、急患センターのトリアー

ジ機能の強化や、症状に応じた迅速かつ適確な搬送体制の確立により、圏域住民の

医療への安心や信頼の確保を図る。 
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 〔輪番体制の抜本的な再編による新たな広域二次救急医療体制の構築〕 

 (2) 各二次救急医療機関の“強み”を生かした診療科目単位の広域的な機能分担体制

を構築する。併せて、医療機器等の整備・更新等により“強み”を更に強化するこ

とにより、専門医の定着化のための環境を整備する。 

   これにより、住民の多様な医療ニーズに対応できる圏域内完結型の仮想中核病院

（バーチャル・マグネット・ホスピタル）の形成を図る。 

 

 〔主要病院の建替え等〕 

 (3) 圏域内の主要病院の施設整備などに対して補助を行い、地域医療の確保及び臨床

研修医の研修環境の充実等を図る。 

 

 〔愛媛大学医学部（附属病院）との連携による救急医療等従事医師の養成〕 

 (4) 近年の深刻な医師不足に対応するため、愛媛大学医学部との連携による新しい医

師の派遣方式の構築（『地域救急医療学講座』(寄附講座)の開設やサテライトセン

ターの設置等）のもと、派遣医師による診療支援のみならず、圏域内の医師に対す

る救急初療の教授や、医学生・研修医等に対する教育を行うことにより、既存資源

を活用した新たな人材の養成や確保を図る。 

 

 〔地域医療を担う総合医の養成と県内定着促進のための環境整備〕 

 (5) 地域医療を担う医師の養成を図る拠点施設を、愛媛大学に設置するとともに、公

立病院等勤務医師のモチベーションや診療技術の向上に結びつく新たな研修支援制

度を創設する。 

 (6) 地域枠を設定し、医学部生に対する奨学金を拡充するなど、大学と連携し、医師

確保に取り組むとともに、自治医科大学卒業生をはじめ総合医の県内定着を促進す

るため、多面的な支援体制を整備する。 

 

 

６．具体的な施策 

（再生計画の期間である、平成２２年度から平成２５年度末までに実施する事業） 

 

 (1) 二次医療圏で取り組む事業 

 

 【初期救急医療体制の拡充・強化】 

  総事業費 ９４６,７６３千円（基金負担分 ５４１,５００千円） 
 

 （目的） 

  二次救急医療を担う救急告示病院における軽症患者の増大が、救急現場の医師の疲

弊を増大させ、圏域内の二次救急体制の逼迫化の最大の要因となっていることから、

地元医師会や開業医の協力を得て、軽症患者の受け皿となる休日夜間急患センターを

整備し、初期救急医療体制を拡充・強化して、二次救急医療機関の負担軽減を図る。 

 5 
 



 

 （各種事業） 

 <休日・夜間急患センターの整備(八西地区、大洲・喜多地区)> 

  八西地区（八幡浜市内）においては、市立八幡浜総合病院の建替えを機に、同病院

に併設されている八幡浜地区施設事務組合休日・夜間急患センターの、施設を全面的

にリニューアルする。また、大洲・喜多地区においては、大洲市内（喜多医師会病院

の敷地内を想定）に、初期救急医療を担う休日・夜間急患センターを新規整備する。 

  急患センターの運営においては、住民に対する啓発活動の取り組み（後述）等によ

り、walk-in（自力で来院する）患者を含めた軽症患者の急患センターへの集約化に努

めることとする。 

  休日夜間急患センターは、トリアージナース（後述）の配置等により、原則として、

圏域内の全ての患者を受け入れ、トリアージすることとし、消防機関との連携等によ

り、入院等を要する重症患者や専門治療等が必要な患者については、速やかに、圏域

内の二次救急医療機関（重篤な患者については、圏域外の三次救急医療機関）に転送

する体制を確立する。 

  両急患センターの診療は、それぞれ、八幡浜医師会と喜多医師会の会員医師（開業

医）が担当し、診療時間は、両センターとも、当面、平日夜間２０：００～２３：０

０、休日９：００～１８：００を基本とするが、将来的には、深夜・早朝の時間帯に

ついても、参加医師の拡大や両センターの効率的運営（交代制の導入等）により、対

応できる体制が構築できるよう、今後、検討を行うものとする。 

 

  <休日・夜間急患センターの整備イメージ> 

 八西地区休日・夜間急患センター 大洲・喜多地区休日・夜間急患センター 

設 置 主 体 八幡浜地区施設事務組合 大洲市・内子町（又は喜多医師会） 

運 営 主 体 同  上 同  上 

医 師 派 遣 八幡浜医師会 喜多医師会 

診 療 時 間 平日２０：００～２３：００ 

休日 ９：００～１８：００ 

平日２０：００～２３：００ 

休日 ９：００～１８：００ 

★将来的には、参加医師の拡大や両センター間の交代制の導入等によ

り、圏域内での２４時間・３６５日体制の確立を目指す。 

開 設 場 所 八幡浜市内 

（市立八幡浜総合病院との連携） 

大洲市内 

（喜多医師会病院等との連携） 

 

  ① 休日夜間急患センター（大洲・喜多地区）の設置に必要な施設・設備の整備 

   ・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで 

   ・事業総額 ３０７,０５０千円 

 

    救急医療の機能分化を図り、患者の症状に応じた適切な医療機関での治療を可

能とするため、喜多医師会の協力の下、平成２５年度までに、大洲市内（喜多医

師会病院内を想定）に、新たに休日夜間急患センターを整備する。 
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  ② 休日夜間急患センター（大洲）の運営に対する支援 

   ・平成２２年度事業開始 

   ・事業総額 １７６,０００千円 

 

    喜多医師会からの医師派遣や、コ・メディカルスタッフの確保により、休日夜

間急患センターでの初期救急医療に係る診療体制を整備する。 
 
 <トリアージナースの養成・配置> 
   ・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで 

   ・事業総額 ６,４２４千円 

 

   日本救急看護学会や日本臨床救急医学会が開設準備を進めている教育プログラムへ

の参加を通じて、患者の重症度を判断し、診察の優先順位を決める看護師「トリアー

ジナース」の養成を行い、休日夜間急患センター等に配置する。 
 
 <的確・迅速な救急搬送体制の確立> 

   平成２１年５月の消防法の一部改正により、傷病者の搬送・受入基準の策定等が義

務付けられたことを受け、県メディカルコントロール協議会において、本圏域の救急

医療体制の再編を踏まえた新たな搬送・受入基準を策定し、的確かつ迅速な救急搬送

体制の確立を図る。 
   ※ 既に実施している事業 

 
 
 【適切な受診行動の定着化】 
  総事業費 ３，７００千円（基金負担分 ３，７００千円） 
 
 （目的） 
  コンビ二受診に代表されるように、二次救急医療機関での軽症患者の受診の増大が、

各地域の救急医療体制の逼迫化の大きな要因の一つとなっていることから、本県では、

昨年度から、県民に医療機関や救急車の適切な利用を心がけてもらうため、『愛媛の救

急医療を守る１４７万人の県民運動（愛救１４７運動）』を推進している。 
  このような中、今回、「地域医療再生計画」の対象となる二次医療圏を対象として、

本運動を地域に根付かせる上で鍵となる“かかりつけ医制度”の普及・定着をテーマに、

他圏域のモデル事例ともなる取組みを重点的に推進する。 
  また、初期救急と二次救急や、診療分野別の役割分担の明確化や機能強化を目的とす

る地域医療再生の取組みについて、住民の理解と参画を得るための啓発活動にも取り組

む。 
 
 （各種事業） 
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  ① 『かかりつけ医カード』の普及・定着化（“愛救１４７運動”重点推進モデル事業） 
   ・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで 

   ・事業総額 ２,３００千円 

 

    圏域内において、初期診療のほか、日常の健康管理や疾病予防など幅広い役割を

担う“かかりつけ医”制度の普及に向け、かかりつけ医の氏名・(緊急)連絡先等を

記載する『かかりつけ医カード』を作成し、広く、圏域内の住民に配布し、日常に

おいて携行してもらう取組みを推進する。 
    これにより、住民の健康や医療への関心を高めるとともに、不意の傷病の際に、

搬送機関等のかかりつけ医とのコンタクトを容易にし、他の医療機関や二次医療機

関等に搬送された場合においても、担当医が他の疾病や薬の飲み併せ等による副作

用についてかかりつけ医に照会することにより、迅速な情報収集が可能となり、救

急医療現場の医療・搬送従事者の負担軽減を図ることが期待できる。 
 
  ② 救急医療体制再編に関する住民懇話会の開催 
   ・事業期間は平成２２年度から平成２３年度まで 

   ・事業総額 １，４００千円 

 

    圏域内の救急医療体制の再構築にあたり、再編後の各医療機関の機能・役割分担

（初期救急と二次救急、主として担う診療分野等）や、新たな救急搬送体制につい

て、広く圏域内住民に認知してもらい、新たな役割・機能分担に即した受診行動を

心がけてもらうため懇話会を開催する。 
    また、救急医療体制再編後において、新体制に基づく受診が円滑に定着化するよ

う、啓発用チラシを作成し、住民に配布を行う。 
 

   <住民懇話会の概要> 

   ・開催場所：圏域内各市町 
   ・開催回数：圏域内の救急医療体制の再構築に着手する時期と完了した時期（計２回） 
   ・開催内容 
     第１回：地域の救急医療の現状と救急医療体制の再編の狙い 
     第２回：再編後における救急受診の基本的なフローと留意点 
 
  ③ 時間外選定療養費の徴収検討について 
    上記啓発活動の成果を踏まえつつ、二次救急医療機関の一層の負担軽減に向け、

急患センターの整備完了後において、救急告示病院での休日・時間外の軽症患者に

対する「時間外選定療養費」の導入について検討を行う。 
 
 【『連携・ネットワーク型』広域救急医療体制の整備 】 
  総事業費 ２,２０５,０７１千円 

（国庫補助負担分 ９１,０００千円、基金負担分 １,０２４,６００千円） 
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 （目的） 
  圏域内で、官民様々な開設主体による中小規模の病院が多数立地する中、医療体制

の再構築を図るためには、複数の医療機関を再編・統合し、大規模中核病院の形成を

図る手法も想定されるが、その実現には多大な労力と時間を要するだけでなく、広大

な圏域内に集落が点在し、地理的制約から相互のアクセスに時間を要する本圏域にお

いて、『一極集中型』の救急医療体制の構築を図ることは、逆に、山間部や離島・半

島部など圏域の周縁地域の医療サービス水準の低下を招くおそれもある。 

  このため、当該圏域で、二次救急医療サービスを維持して行くための、より現実的

で効果的な方策として、圏域内の各二次救急医療機関が、自らの特色（“得意”とす

る分野の医療機能）をソフト・ハード両面から強化するとともに、市町域を超えた広

域的な視点から、相互に連携し補完し合うことにより、全体として、圏域の救急医療

を支える『連携・ネットワーク型』の広域救急医療体制を構築する。 

 

 <診療科別広域救急医療体制の整備> 
  圏域内の救急告示病院が得意とする医療機能を強化・充実し、主たる病院と従たる

病院の輪番により、中等症以上の救急患者の疾病内容に応じて、八西地区、大洲・喜

多地区の両地域から、２４時間３６５日体制で受け入れることのできる、「診療科別

広域救急医療体制」を整備する。 
 
    〈医療機関・診療科目別の機能分担〉 

診 療 科 目 主たる医療機関 従たる医療機関 

脳神経外科 大洲中央病院 市立八幡浜総合病院（将来的に） 

循環器内科 喜多医師会病院 市立八幡浜総合病院 

内 科 
市立大洲病院 

市立八幡浜総合病院 

大洲中央病院、加戸病院、 

大洲記念病院 

外 科 市立八幡浜総合病院 
市立大洲病院、大洲中央病院 

加戸病院、神南診療所 

整 形 外 科 市立八幡浜総合病院 市立大洲病院 

小 児 科 市立八幡浜総合病院      ― 

産 婦 人 科 市立八幡浜総合病院      ― 

    ※救急医療は、原則、各病院の診療科別の医師数などを考慮した輪番とする。 
 
 <二次救急医療機関の医療機器整備> 

  診療科別広域救急医療体制を含めた、圏域内の救急医療体制が円滑、効果的に実施

され、地域の医療ニーズに即した医療サービスを提供できるよう、各医療機関の医療

機器の整備充実に対して補助を行う。 

 

  ① 市立大洲病院  

   ・事業期間は平成２２年度から平成２４年度まで 
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   ・事業総額 ２８４,６０６千円 

 

    二次救急医療に迅速に対応するため、高度医療機器（内視鏡システム、超音波診

断装置、テレビＸ線装置）等の整備を行う。 
    また、現在の結核病床を転用し、二次医療圏における消化器病疾患の中核的医療

機能を持つ消化器病センター（消化器病専門の診察、処置、検査室等）を設置する。 
 
  ② 大洲中央病院 
   ・事業期間は平成２４年度中 

   ・事業総額 ３６９,９１５千円 

 

    圏域内唯一の脳神経外科施設として、脳神経外科に関し３６５日２４時間の二次

救急対応できるよう施設の充実を図るほか、消化器病救急患者に対応する施設とし

て、病棟拡張及び内視鏡施設の拡充を行うこととし、それらに必要な、血管撮影装

置、全身用Ｘ線ＣＴ装置、デジタルＸ線ＴＶシステムなどの設備の整備を行う。 
 

  ③ 喜多医師会病院 
   ・事業期間は平成２２年度から平成２３年度まで 

   ・事業総額 ３８６,５５０千円 

 

    喜多医師会病院は、大洲・喜多地区はもとより、八西地区、西予地区等から、２

４時間３６５日体制で、急性心筋梗塞をはじめ重症の心疾患患者の受け入れを行っ

ており、広域での救急医療体制の整備に当たっては、当該専門分野を活かし、循環

器救急患者の受入機能を強化する必要があるため、循環器救急外来、冠動脈集中治

療室、循環器病棟、全身用ＣＴ、心筋シンチ装置、超音波診断装置など、必要な施

設・設備の整備を行う。 
 
  ④ 西予市立宇和病院 
   ・事業期間は平成２５年度中 

   ・事業総額 ８００,０００千円 

 
    西予市に２つある市立病院のうち、宇和病院について、２病院の機能分担・連携、

医師確保に必要な研修機能・医療レベルの確保、へき地医療支援機能の強化の観点

から、ＭＲＩ、マルチスライスＣＴ、テレビレントゲンなどの必要な施設・設備の

整備を行う。 
 
  ⑤ 内子町誘致病院 
   ・事業期間は平成２３年度中 

   ・事業総額 ３６１,５００千円 
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    新たに内子町へ移転開設する病院に対して、内子町が実施主体となり、人口呼

吸器、ＭＲＩ、電子内視鏡、マルチスライスＣＴなどの医療機器整備を支援する。 
 
  ⑥ 市立八幡浜総合病院 
   ・事業期間は平成２５年度中 

   ・事業総額 ２９,９８１千円 
 
    救急医療体制充実のための医療機器を整備する。 
 
  ⑦ 神南診療所 
   ・事業期間は平成２４年度中 

   ・事業総額 ２６,６７０千円 
 
    救急医療体制充実のための医療機器を整備する。 
 
 <広域救急医療体制調整協議会（仮称）の開催> 
   ・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで 
   ・事業総額 ２,５００千円 

 
    上記の救急医療体制の実施、検証のため、関係病院、医師会、愛媛大学、市町、

消防、県（保健所等）等からなる組織を設置する。 
    同組織は、事業実施に当たり、必要な連絡・協議・報告等を行うとともに、実

施結果を検証し、必要に応じ計画の見直しを行い、事業がより適切なものとなる

よう努める。 
 
 【主要病院の建替え等】 
  総事業費 １５,１１９,３９７千円（国庫補助負担分 ７００,７６１千円、基金負担

分 ４００,０００千円） 
 
 （目的） 
  圏域内の主要な病院の一部には、老朽化が進み、救急医療やへき地医療、災害医療

などの政策医療、臨床研修医の受入れによる医師養成に十分対応できず、さらに医師

の招聘に当たり魅力を欠く状況が生じている。このため、これらを最新の医療ニーズ

に対応できる病院にリニューアルすることによりその再生・機能強化を図る。 

  また、現在、病院のない内子町に、新たに二次救急医療を担う病院を誘致し、救急

医療機能の地域偏在の緩和を図る。 
 
 （各種事業） 
  連携・ネットワーク型広域救急医療体制に参加する病院をはじめ、圏内の中核的な医

療機関の二次救急医療体制の強化に伴い、必要となる、施設の整備に対して補助を行う。 
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  ① 市立八幡浜総合病院の建替え 
   ・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで 

   ・事業総額 ４,０８５,６１４千円 

 

    昭和３５年建設で老朽化、狭隘化し、耐震化及び最新の医療機器の効率的導入に

よる医療サービスの提供に支障をきたしているため、圏域内の中核的な医療機関と

して全面的に建て替える。 

    病院のあり方としては、二次救急医療を主体とし、内科、脳神経外科などの充

実を図るほか、現在の１７診療科については、地域の状況を踏まえ見直す。なお、

緊急被ばく、災害、へき地、感染症等の拠点病院としての政策医療については従

来どおり対応する。 

    また、圏域内に三次救急医療機関がない状況を踏まえ、建替えに併せヘリポー

トを整備し、ヘリによる救命救急センターへの搬送に対応する。 

 

  ② 西予市立宇和病院の建替え 
   ・事業期間は平成２３年度から平成２５年度まで 

   ・事業総額 ４,５９９,０６９千円 

 

    市立宇和病院については、同野村病院（愛媛大学医学部地域医療学講座の地域サ

テライトセンター）と緊密に連携し、自治医大卒業医師など地域医療を志す「総合

医」や将来の地域医療を担う愛媛大学医学部地域特別枠卒業の医師などの研究活動

や研修の場を設けるなど、地域医療を担う医師の定着を図る拠点病院を目指す。 
    また、県下で最も過疎化の進行している当圏域において、現在県立中央病院の

総合診療部が担っているへき地医療支援事業と連携し、圏域内のへき地診療所へ

の代診医派遣などに貢献できるよう、へき地医療支援機能の強化を図る。 
    なお、現在、西予地区の二次救急は、宇和病院と野村病院が交代で対応してい

るが、医師不足に伴い、勤務医の過重労働につながっており、このままでは、救

急医療の継続が困難となるおそれも指摘されている。 
    このため、宇和病院の改築に当たっては、西予市２病院の機能分化を図り、同

一の市が経営する病院として、一体的な運営に努め、より効率的な診療体制の構

築を目指すこととする。具体的には、機能を向上させた新病院（宇和病院）に医

師を集め、二次救急を集約する一方、野村病院は、一次医療機関としての機能を

充実させ、幅広い診療分野に対応できるプライマリケアの質の向上を図るよう検

討する必要がある。 
 
  ③ 大洲中央病院の建替え 
   ・事業期間は平成２３年度から平成２４年度まで 

   ・事業総額 ３,２９０,０００千円 
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    昭和４８年建設で老朽化、狭隘化し、耐震化及び最新の医療機器の効率的導入

による医療サービスの提供に支障をきたしているため、圏域内の中核病院として

全面的に建て替える。 

    圏域内唯一の脳神経外科施設であり、脳卒中、頭部外傷など脳神経外科に関し３

６５日２４時間の二次救急医療に対応できるよう、施設の充実を図る。 
    また、消化器病救急患者についても、圏内の二次救急に対応するため、消化器病

疾患センターとして、病棟拡張及び内視鏡施設の整備を行う。 
 
  ④ 市立大洲病院の増改築 

   ・事業期間は平成２２年度から平成２４年度まで 

   ・事業総額 １０１,３９４千円 

 

    二次医療圏における消化器病疾患の中核的医療機能を持つ消化器病センター（消

化器病専門の診察、処置、検査室等）を、現在の結核病床を転用して設置する。 
    また、現施設の外来診療部門には、陰圧機能を有する診察室や、感染症患者と一

般患者の動線を分けた診察室がないため、新型インフルエンザ発熱外来患者に対応

する専用の診察室を新たに整備する 
 
  ⑤ 喜多医師会病院の増改築 
   ・事業期間は平成２３年度から平成２５年度まで 

   ・事業総額 １,６４６,８２０千円 

 

    連携・ネットワーク型広域救急医療体制に参加し、二次救急医療体制を強化する

ことに伴い必要となる、循環器病疾患の中核的医療機能を持つ施設として、循環器

病棟新築及びCCU（心臓内科系の集中治療室）整備等を行う。 
 
  ⑥ 内子町への中核病院の誘致 
   ・事業期間は平成２２年度中 

   ・事業総額 １,３９６,５００千円 

 

    喜多医師会内山病院の廃止、済生会小田病院の診療所化により内子町には病院が

なくなり、無医地区へのへき地医療支援を含めた地域医療体制の構築が課題となっ

ている。 
    このため、内子町へ、新たに地域医療の中核をなす病院の誘致を図り、二次救

急やへき地医療をはじめとした地域医療体制を再構築するほか、病院空白自治体

の解消により、病院立地の地理的な偏在を緩和する。 
    具体的には、新たに内子町へ移転開設する病院に対して、内子町が実施主体とな

り、用地取得と造成を行い支援するとともに、必要な移転建替え整備に対して補助

を行う。 
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 【医療連携による口腔ケアの普及】 

   ・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで 

   ・事業総額 ９,１６５千円 

（国庫補助負担分 ３,０２６千円、基金負担分 ２,６５１千円） 

 

    県歯科医師会八幡浜市支部等内に「口腔ケアチーム」を設立し、介護、医療の

分野で口腔ケアの実践、要望の受付を行うとともに、介護、医療、行政機関との

連携のもと、潜在患者の発掘、口腔ケアの普及・啓発を行う。 

 

 
 【愛媛大学と連携した医師確保対策】 

  総事業費 ８７０,２００千円（基金負担分 ２０５,２００千円） 
 
 （目的） 

  圏域内において、持続可能な救急医療サービスを提供するためには、地元医療機関

によるハード面での整備に加え、救急をはじめとした地域医療の現場で従事する医師

の養成や確保を図ることが不可欠である。 

  このため、愛媛大学の協力・支援のもと、医学部内に、地域救急医療に関する講座

を開設するとともに、附属病院及び圏域内に、医師派遣による診療支援や地元医療機

関の医師や医学生・研修医等に対する教育・指導等を行うセンター機能を新たに整備

し、救急医療に従事する医師の養成や派遣に関する総合的なシステムを新たに確立す

ることにより、圏域内の救急医療提供体制の維持に必要な医師を継続的・安定的に確

保できる体制を構築する。 

 

 （各種事業） 

  ① 地域救急医療学講座（仮称）の創設 

   ・平成２２年度事業開始 

   ・事業総額 ２０５,２００千円 

   （寄附講座に所属する教授等への人件費） 

 

    愛媛大学大学院医学系研究科に、地域の救急医療体制や教育システム等の研究・

開発を行う「地域救急医療学講座（寄附講座）」を創設する。（構成：教員４名、

事務補佐員１名） 
    本講座の構成メンバーは、既存の地域医療学講座及び救急侵襲制御医学講座との

連携のもと、「地域救急医療センター」（仮称）の職員として、地域の救急医療再

生を担う。 
 
  ② 地域救急医療センター（仮称）の設置 
   ・平成２２年度事業開始 
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   ・事業総額 １６０,０００千円 

   （センター職員の人件費） 

 

    「地域救急医療センター」（仮称）を、愛媛大学医学部附属病院内に設置し、前

記地域救急医療学講座の教員４名のほか、医学部附属病院内の内科、外科、小児科

など数名の医師を病院助教以上に任命し充てる。 
    同センターでは、 
    ア 市立八幡浜総合病院内にあるサテライトセンターでの救急医療支援 
    イ 救急医療に携わる医師の育成・確保 
    ウ 救急医療に関する教育・研究  などを行う。 
 
  ③ 地域救急医療サテライトセンター（仮称）の設置 
   ・平成２２年度事業開始 

   ・事業総額 ３１０,０００千円 

   （大学から派遣される医師の人件費、設備・備品費） 

 

    「地域救急医療サテライトセンター」（仮称）を、市立八幡浜総合病院内に設置

し、医学部附属病院内の地域救急医療センターから派遣される医師が、当該病院の

各診療科医師との連携のもと、主として、二次救急医療に対応するほか、他の専門

診療科の診療も担う。 
 
  ④ 派遣医療機関と大学との画像情報交換システムの構築 
   ・平成２２年度事業開始 

   ・事業総額 １９５,０００千円 

 
    サテライトセンター派遣医師の迅速正確な診断をサポートするとともにスキルア

ップを図るため、サテライトセンター（市立八幡浜総合病院）と愛媛大学附属病院

の間で、画像情報交換システムの構築を図る。 
 
  ⑤ 医療従事者のための託児施設の設置 
    医療従事者への支援の観点から、医師や看護師、検査技師等の子弟等を、夜間ま

で預かることのできる託児施設の設置（又は、既存施設に「医療従事者枠」を設け、

優先的に受け入れる体制の構築）を行う。（八幡浜市内） 
   ※ 事業費は、二次救急医療体制の整備に伴う費用の中で対応 
 
 (2) 県全体で取り組む事業 

 

 【地域医療を支援する拠点センターの設置】 
  ・事業期間は平成２２年度中 
  ・総事業費 ６３０,０００千円（基金負担分 ２４４,４３２千円） 
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 （目的） 
  本県では、平成２１年１月に、寄附講座として愛媛大学に「地域医療学講座」を開設

し、医学部生を対象として地域医療実習等を通じ、地域医療に貢献する総合医の養成に

着手したところである。 
  更に、今回の地域医療再生の取組みの中で、新たに、八幡浜・大洲圏域を対象に「地

域救急医療学講座」を、また、宇摩圏域を対象に「地域医療再生学講座」を開設し、新

しい医師の派遣方式（サテライトセンター設置等）を構築することにより、学生や研修

医の教育等を行いつつ、地域の医療連携による救急医療や専門診療機能の強化にも取り

組むこととしている。 
  これらを踏まえ、愛媛大学医学部内に、地域医療に関係する上記講座群の他、医師の

卒後臨床教育機能を担当する総合臨床研修センター、医師や研修医、医学部生が、地域

医療に必要な技能等を修得するトレーニング施設等を一括配置することにより、大学の

持つ人的ネットワークの更なる活用や、医師派遣をはじめ学生の実習や臨床研修機能等

の強化を通じ、地域医療を担う医師の養成を図る拠点施設として、「地域医療支援セン

ター」（仮称）を整備する。 
  なお、将来的に、高度救命救急センターの設置が必要となった場合には、そのための

施設としても活用することも検討する。 
 
 （事業内容） 
 <愛媛大学医学部に地域医療支援センター（仮称）を設置> 

  ◆整備施設の概要 
    ○設置場所：愛媛大学医学部内 
    ○施設規模：延床面積２,１００㎡（鉄筋コンクリート造 地上３階建） 
    ○開設時期：平成２２年度内 
    ○施設内容： 
    〔１階〕 ５６０㎡ 
      ▼カンファレンスルーム / 病院実習(ポリクリ)学生控え室 ４００㎡ 
    〔２階〕 ７７０㎡  
      ▼地域医療に関する講座 
       ・地域医療学講座                   ４０㎡ 
       ・地域救急医療学講座                 ４０㎡ 
       ・地域医療再生学講座                 ４０㎡ 
      ▼卒後臨床研修センター                １００㎡ 
      ▼共同研究室・共同医員室               ２００㎡ 
    〔３階〕 ７７０㎡ 
      ▼トレーニングルーム、ミーティングルーム       ３８０㎡ 
 
 
 【公立病院等に勤務する医師の確保】 
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  ・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで 
  ・総事業費 ３５,１４８千円（基金負担分 ３５,１４８千円） 
 
 （目的） 
  県内で、救急医療等の政策医療を担う公立病院等の医師不足が深刻化する中、愛媛大

学医学部の支援・協力を得て、派遣医師が、認定医・専門医資格の取得や専門分野の症

例研究等のため研修を行う場合の新たな支援制度を創設することにより、派遣医師のモ

チベーション向上や診療技術の向上を通じた魅力ある病院づくりを進めることにより、

県内の公立病院等の医師確保の円滑化を図る。 
 
 （事業内容） 
 <公立病院等勤務医師研修支援制度の創設> 

  ○基本スキーム 
   ・愛媛大学医学部附属病院から、県内において、特に深刻な医師不足に直面する公

立病院等を対象として、３年間を上限として医師を派遣する。 
   ・派遣先病院及び派遣医師は、派遣を求める公立病院等からの要望（※）に基づき、

愛媛県と愛媛大学医学部とで組織する「地域医療従事医師派遣調整会」（仮称）

において協議のうえ決定する。 
   ※派遣要望は、新規派遣要望のほか、既派遣医師の期間終了等に伴う継続派遣要望も含む。 
   ・派遣医師は、派遣期間中に６ヶ月を上限として、県内外において、専門領域の知

識の修得や診療技術の向上のための研修等に参加できる。 
   ・派遣先病院は、当該医師に対し、研修期間の給与のほか、研修参加に要する費用

（研修先機関への謝金、旅費、図書購入費、その他研究研修費）を支給するとと

もに、県は、これら経費の内、一定額を派遣先医療機関に助成する。 
   ・研修先が、派遣元である愛媛大学医学部附属病院の場合は、派遣先病院の求めに

応じて、同附属病院から３ヶ月を上限として、代替の医師を派遣する場合がある。 
 
  ○事業の概要 
   ・事業の実施期間：平成２２年度、２３年度（２年間） 
   ・派遣医師の人数：年間５名程度（想定） 
   ・派遣対象病院 
     原則として、市町立病院を対象とするが、地域の実情に応じ、二次救急医療等

の政策医療を担う他の医療機関も対象とすることも検討。 
   ・研修期間中の医師・病院への支給内容 
     給与費、研修費等（県補助率：２/３） 
   ・愛媛大学医学部附属病院からの代替医師：年間２名程度（想定） 
     「地域救急医療センター」及び「地域医療再生センター」に所属する医師を中

心に人選を行う。なお、派遣人数は年間２名程度までとする。 
   ・代替医師の派遣が受けられない期間は、派遣先病院の自助努力で対応する。 
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  ○制度に基づく勤務・研修パターン 
  （例）２２年度から３年間派遣の場合 

 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
派遣先勤務 １２ヶ月 ９ヶ月   ９ヶ月 

研   修   ６ヶ月  

代替医派遣   ３ヶ月  
 
 
 【地域医療を担う自治医科大学卒業医師等の養成と県内定着促進】 
  総事業費 ６６６,０００千円（基金負担分 ５８,０００千円） 
  （既に実施している事業（地域医療学講座）に係るものを除く） 
 
 （目的） 
  自治医大卒業生の県内定着促進と地域医療を担う総合医の養成に向けた支援体制を構

築するための各種事業を行う。 
 
 （各種事業） 
  ① 地域医療学講座の運営（既に実施している事業） 
    愛媛大学との連携のもと、同大学に県からの寄附による専門講座を設置し、地域

医療に関する研究による医療環境の充実、医療レベルの向上、地域住民の健康増進

を通して地域社会の活性化を目指す。 
   ・設置期間 ５年間（平成２１年１月～平成２５年３月） 
   ・財政支援 県から愛媛大学への寄附金の支出 年間３２,０００千円 
   ・事業概要 愛媛大学医学部内に「地域医療学講座」を設置し、へき地にある公

立病院等に立ち上げる「地域サテライトセンター」を活動拠点に、診

療を通じた地域医療に関する研究、学生への講義・実施研修等を実施。 
 
  ② 自治医科大学卒業医師等キャリア形成支援事業 
   ・事業期間は平成２３年度から平成２５年度まで 
   ・事業総額 ６６,０００千円（基金負担分 ２,５０３千円） 
 

    本県では、自治医科大学（栃木県）制度のもと、地域医療を支える総合医の育

成に取り組んでいるが、義務年限（９年間）を終了した医師の３分の１は、県外

に転出している状況にある。 

    総合医として優れた知識・技能を持つ自治医科大学卒業医師（自治医）は、本

県の地域医療の維持・確保を図る上で、貴重な人的資産であり、義務年限終了後

も引き続き、県内で地域医療に従事してもらうための環境整備を行う必要がある。 

    また、県外において専門医としてキャリアを積んだ医師が、定年退職等により、

ふるさと愛媛にUターンする場合に、勤務先や地域の医療状況などの情報の提供や、

総合医的な役割を果たす上で必要となる知識・技術の修得など、県内受入や定着

 18 
 



化に向けた多面的な支援を行うことが求められている。 

    このため、これら自治医や県外からの転入医師一人ひとりのニーズに対応した

研修計画の策定や、研修・勤務先の斡旋・紹介、必要となる情報の提供など、総

合医としてのキャリア形成を多面的に支援するコーディネーターを、新たに配置

するとともに、当該コーディネーターが作成したキャリア形成プランに沿った勤

務・研修が実現できるための推進組織の設置、さらには、専門研修等の参加に要

する経費の助成制度の創設等を行うことにより、自治医をはじめとした総合医の

県内定着化を促進する。 

 

  <自治医科大学卒業医師等キャリア形成支援コーディネーターの配置> 

   ○義務年限終了後の中堅自治医の中から、コーディネーターを選任（１名）する。 

    なお、コーディネーターは、県内（南予地域を想定）における地域医療の拠点

病院に配置し、下記業務以外に、配置先病院の診療業務やへき地医療機関の診

療支援業務等にも従事する。 

   ○コーディネーターは、総合医としてのキャリア形成を支援するため、以下の業

務を行う。 

    ▼個人別キャリア形成プランの策定 

       義務年限を終了した自治医個人との対話のもと、総合医としての将来目

標を、ライフ・ステージに沿って時系列に設定した上で、研修と診療経験

を積みながらキャリア形成を図るプランを策定。 

       なお、卒後一貫したキャリア形成を図る観点から、義務内の自治医の勤

務・研修先についても、各医師及び配置先市町の要望を踏まえ、計画案を

作成。 

    ▼研修先・勤務先の紹介・斡旋 

       上記個人別プランに基づき、総合医としての認定資格（プライマリ・ケ

ア連合学会の認定資格等）の取得や、個別診療技術を身につけるための専

門研修等を行う場合の、研修先や勤務先の紹介・斡旋及び受入調整。 

    ▼転入医師に対する情報提供及び再教育 

       「ドクターバンク事業」等を通じて、県内への勤務を希望する医師に対

する、地域医療情報や勤務先等についての情報提供及び再教育の場の斡旋。 

 

  <愛媛県地域医療振興機構（仮称）の設置> 

   ○上記コーディネーターが策定したキャリア形成プランの具体化をはじめとして、

県内における総合医の養成・定着化に向けた取組みを総合的に推進するため、

「愛媛県地域医療振興機構」（仮称）を設置する。(事務局：愛媛県保健福祉部) 

 

   ○「愛媛県地域医療振興機構」（仮称）の概要 

   ▼構 成 

    愛媛県、自治医受入市町、愛媛大学地域医療学講座教授、上記コーディネータ

ー（自治医） 
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   ▼業 務 

   〔勤務先・研修先の選定業務〕 

    ・自治医（義務終了後）の勤務先・研修先の選定 

    ・県外からの転入医師の勤務先・研修先の選定 

   〔支援業務〕 

    ・義務年限終了後の自治医の専門研修に対する支援 

      対  象：義務年限終了した自治医の内、専門研修を終了した後、機構が

選定した医療機関で研修期間と同期間勤務する意欲を持つ者 

      研修期間：２年以内 

      対象人員：２名/年 

      支給内容：研修助成金 

      実施期間：平成２２年度～２４年度 

    ・県外医師・医学生のへき地診療等訪問に対する支援 

      ドクターバンクに登録した県外医師等が、勤務先選定に当たって県内候補

医療機関を事前訪問する場合や、県外医学生が県内医療機関で地域医療実

習を行う場合の訪問旅費の一部を支援 

   ○なお、同機構の運営については、再生計画期間中は全額基金充当により行うが、

平成２６年度以降は、自治医の受入を行っている関係市町等に経費負担を求め

ることにより、継続的な運営を図る。 

 
  ③ 医師の地域医療研修の場の一つでもある瀬戸内海巡回診療船「済生丸」の更新を

瀬戸内４県で支援する 
   ・事業期間は平成２５年度中 
   ・事業総額 ６００,０００千円（基金負担分 ２５,０００千円） 
 
    瀬戸内４県（岡山、広島、香川、愛媛）の離島医療を担う巡回診療船済生丸の新

船建造を行い、地域医療に従事する医師を養成する機会を確保するとともに、離島

における継続的な受療機会を確保する。 
 
  <瀬戸内海巡回診療船済生丸建造事業> 

    瀬戸内海巡回診療船済生丸は、昭和３６年、済生会創立５０周年を記念して、病

院並みの機能を持った診療船として建造（第１世号）され、昭和５０年に第２世号、

現在は、平成２年就航の第３世号が運航している。 
    平成２０年度は、愛媛・岡山・香川・広島県に属する瀬戸内海の６６の無医島を

定期的に巡回し、延べ２０９島、１１,０５３人（対象人口２４,６８２人）に診療・

検診を実施しており、愛媛県では、延べ３５島、２,５２２人（対象：２２島、８,
０３８人）に巡回診療・検診を実施した。 

    このように、瀬戸内海巡回診療船済生丸は、島嶼部の住民にとって、今やなくて

はならない存在となっているものであるが、就航後１９年を経過する現行船（第３

世号）の老朽化が進んでおり、事業継続のためには、新船への更新が喫緊の課題と
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なっている。 

    済生丸は、離島医療を担っているだけでなく、不利な地理的条件下におかれ、

過疎化や高齢化の著しい進行など、厳しい現実に直面しながら、受療を待ち望む

離島住民への診療・検診を通して、地域医療に従事する医師の養成にも大きく寄

与していることから、社会福祉法人恩賜財団済生会による新船（第４世号）建造に

対して、４県共同で助成を行うことにより、地域医療に従事する医師の養成機会と、

離島における継続的な受療機会を確保する。 
 
 
 【将来、地域医療を担う医学生の確保】 

  ・平成２２年度事業開始 

  ・総事業費 １２９,４０４千円（地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用（平

成２５年度まで）） 

 

 （目的） 

  将来の地域医療を担う医師の確保のためには、大学との連携により医学部入学段階

で地域医療に従事する意思のある学生を選抜し、大学教育を通じて地域医療を担う医

師として教育することが効果的であることから、大学において選抜枠を設定するとと

ともに卒後一定期間の地域医療への従事を返還免除要件とする奨学金を設定し運用を

図る。 

  これら奨学金貸与生に対しては、愛媛大学に設置の地域医療学講座での地域医療現

場を拠点とした実習教育を通して、地域医療を担う医師に求められる知識・技術等能

力の養成を図る。 

 
 （事業内容） 

 <地域医療医師確保奨学金制度の拡充> 

  国の「経済財政改革の基本方針２００９」を踏まえ、全都道府県において、平成２

２年度から１０年間の医学部入学定員の増が実施可能となったことから、関係大学と

の連携のもと、既存の県奨学金制度を拡充し、将来地域医療に従事する意思のある学

生を選抜するとともに大学教育を通じて、将来地域医療を担う医師の養成を図る。 

  ・奨学金貸与枠の拡大 年１０名 ⇒ 年１７名 

  ・実施期間 平成２２年度～平成３１年度（１０年間） 

 

 <「愛媛県地域医療医師確保奨学金制度（現行）」の概要> 

  ・対象者 

   愛媛大学医学部地域特別枠入学生 

  ・貸与人数 

   毎年度１０名 

  ・貸与期間 

   大学在学期間（６年間を限度） 
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  ・貸与額 

   入学料 大学定額（平成２１年度：２８２,０００円） 

   授業料 大学定額（平成２１年度：年５３５,８００円、６年次は免除） 

   生活費 月１０万円 

  ・返還免除 

   ９年間(３年間の研修期間を含む)、知事指定医療機関で勤務した場合 

  ・指定医療機関 

   県内公立医療機関等 

 

○奨学金貸与期間及び勤務の例 

  

 

 

  

 

 

 
７ 地域医療再生計画終了後に実施する事業 
 

 地域医療再生計画が終了し、地域医療再生基金が無くなった後においても、５に 
掲げる目標を達成した状態を将来にわたって安定的に維持するために必要があると 
見込まれる事業については、平成２６年度以降も、引き続き実施していくこととす 
る。 

 
 
（再生計画が終了する平成２６年度以降も継続して実施する必要があると見込まれる事

業） 

 

 ① 休日夜間急患センター（大洲）の運営費 
  ・単年度事業予定額 ４４,０００千円 
 ② 休日夜間急患センター（八幡浜）の運営費 

  ・単年度事業予定額 １０２,２８９千円 
 ③ 市立八幡浜総合病院整備事業 
  ・平成２６年度から平成２７年度までの事業予定額 ６,２８０,３９０千円 

 ④ 西予市立宇和病院整備事業 
  ・平成２６年度事業予定額 １８２,１００千円 
 ⑤ 救急医師等を確保するため、愛媛大学に地域救急医療学講座（仮称）を設置 
  ・単年度事業予定額 ４８,８００千円 
 ⑥ 愛媛大学医学部附属病院に地域救急医療センター（仮称）を設置 
  ・単年度事業予定額 ４０,０００千円 
 ⑦ 市立八幡浜総合病院に地域救急医療サテライトセンター（仮称）を設置 

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 11 年目 

指定医療機関 

で臨床研修 

後期研修 

指定医療機関で勤務 指定医

療機関 
任 意 

① ② ③   ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
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  ・単年度事業予定額 ４０,０００千円 
 ⑧ 派遣医療機関と大学との画像情報交換システムの構築 
  ・単年度事業予定額 ５,０００千円 
 ⑨ 自治医科大学卒業医師等キャリア・デザイン支援事業 
  ・単年度事業予定額 ２３,６００千円 
 ⑩ 地域枠を設定し、医学部生に対する奨学金を拡充 

  ・平成２６年度から平成３６年度までの事業予定額 ５９２,５８８千円 

  （ 増員期間は平成２２年度から平成３１年度までの１０年間 ） 
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